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文京区避難所運営ガイドラインの改訂にあたって 

● 文京区避難所運営ガイドラインの目的 

 文京区避難所運営ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）は、大規模な地震

等の発生に伴う避難所運営が円滑に行えるよう、あらかじめ避難者の受入体制や運営基

準等を定め、各避難所の管理・運営マニュアルの作成等につなげていくため、平成２６

年３月に策定しました。 

 その後、文京区地域防災計画の修正（令和６年７月）を行うとともに、東京都避難所

運営指針の策定（令和７年３月）により、都が目指すべき避難所や、その実現に向けた

課題が示されたことなどを踏まえ、このたび、ガイドラインを改訂します。 

 ガイドラインの改訂にあたっては、本区が目指す避難所や運営指針を示すとともに、

避難所運営協議会による主体的な運営が行えるよう、運営体制の確立や避難者援護、環

境整備に関する標準的なマニュアルとして更新し、各避難所の運営マニュアルの作成に

も活用していくことを目指していきます。 

 

● ガイドラインの構成 

 ガイドラインは、文京区地域防災計画や東京都避難所運営指針との整合を図り、本区

が目指す避難所や、避難所の開設・運営にかかる基本的な考え方を明らかにするととも

に、避難所に必要な機能やスペース等を示しながら、避難所における様々な課題への対

応方針や、避難所運営協議会が担う避難所開設・運営の標準的なマニュアル（手順）を

一体的に示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記の他、都が検討を進めている、在宅避難も含む避難者支援全体のあり方を反映予定 

  

 

文京区避難所運営ガイドライン 

文京区が目指す避難所や、震災時における     

避難所開設・運営の基本的な考え方 

避難所運営の基本となる機能・スペース

や、避難所の主な課題に関する対応方針 

避難所開設・運用に関する、標準的なマ

ニュアル（行動手順） 

第３編  各避難所の管理・運営マニュ

アル 

第２編  避難所開設・運営の対応方針 

第１編  文京区避難所基本方針 
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第１編 文京区避難所基本方針 

 

１ 基本方針について 

この基本方針は、文京区地域防災計画（令和６年度修正）や東京都避難所運営指針に

基づき、震災時における避難所の開設・運営に関する基本的な考え方を示すものです。

なお、水害・土砂災害による避難所の開設・運営については、「文京区水害・土砂災害対

策実施要領」によります。 

 

２ 基本的な考え方 

（１）避難所の役割 

避難所は主に、以下の役割を担います。 

① 大規模災害により、家屋の倒壊や焼失などで被害を受けた区民等、または被害を

受けるおそれがある区民等が、災害の危険性がなくなるまで滞在する施設 

② 災害により自宅へ戻れなくなった区民等が、一時的に滞在するための施設 

③ 支援物資の配給や生活支援情報の提供など、在宅避難者を含む避難所外避難者の

救援活動の拠点 

 

（２）収容対象者 

避難所の収容対象者は、大規模災害により、家屋の倒壊や焼失などで被害を受けた

区民等、あるいは被害を受けるおそれがある区民等とします。（以下「避難者」とい

う。） 

なお、自宅での被害が少なく、在宅生活の継続ができる場合は、原則、在宅避難を

推奨します。 

 

（３）避難所の機能 

避難所では、避難者等の避難生活に必要な、以下の機能を備えます。 

① 安全・安全な生活基盤の提供 

・ 一時的な生活場所の提供（衛生的な生活環境の確保） 

・ 飲料水、食料、毛布、生活必需品等の提供 

・ 避難者の心身の健康を維持するための、保健サービス等の提供 

② 情報支援 

・ 災害情報、地域の被災情報の提供 

・ 生活支援情報、復興支援情報、被災者の生活再建に必要な情報等の提供 
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（４）都が目指すべき避難所の考え方 

東京都避難所運営指針（令和７年３月）では、阪神・淡路大震災（平成７年１月）

以降、能登半島地震（令和６年１月）までの大規模震災において避難所で見られた主

な事例、事象から浮き彫りとなった、主な課題を踏まえ、避難所改革に向けて、都が

目指すべき避難所の姿を明確にし、自治体や関係機関、地域住民と連携した、避難所

での生活改善に向けた取組を加速化することとしている。 

 

【都が目指すべき避難所】 

● 誰もが不安やストレスなく安全に過ごせる 

● 地域住民が協力して主体的な運営がなされている 

● 発災後の地域の支援拠点となっている 

 

【目指すべき避難所の実現に向けた課題】 

ア 生活空間の確保（寝床の改善） 

イ トイレ環境の確保 

ウ 食事の提供 

エ 入浴機会の充実 

オ 女性・要配慮者（高齢者、障害者、子ども、外国人、LGBTQ 等当事者な

ど）への対応 

カ ペット受け入れ体制の整備 

キ 避難所運営体制の構築 

ク 物資輸送のラストワンマイル対策 

 

（５）文京区が目指す避難所 

都が目指すべき避難所も踏まえ、本区における避難所の運営にあたっては、大規模

災害により支援を必要とする被災者が、安全・安心な避難生活を維持できるよう、以

下のことを目指します。 

 

【区が目指す避難所】 

 

 

 

 

 

 

 

以上の内容に基づき、都が示す目指す避難所の実現に向けて示された課題や、それ

ぞれの目標・基準も踏まえ、様々な取り組みを行っていきます。 

 

● 避難者の生命と健康を守り、不安やストレスなく過ごすことができる環境を

整備する 

● 避難所運営協議会を中心とする、地域住民による主体的な運営を図る 

● 地域の支援拠点として、支援を必要とする被災者の早期の生活再建に向け、

自立した生活を支援する 
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３ 避難所等の指定 

（１）指定避難所 

耐震・耐火・鉄骨構造を備えた公共建築物（学校・公共施設等）を避難所として指

定し、避難所ごとに避難対象となる町会・自治会を割り当てます。 

 

No 避難所 所在地 対象町会等 

１ 礫川小学校 小石川 2-13-2 
富坂一丁目町会・富坂二丁目町会、表町町会 

春日町三丁目町会 

２ 柳町小学校 小石川 1-23-16 
初音町町会、小石川表町会、小石川柳町町会 

柳町中央町会、八千代町町会、南戸崎町会 

３ 指ヶ谷小学校 白山 2-18-4 
戸崎町町会、指ケ谷町会、白山指ケ谷町会、白山町会 

京華通り自治会 

４ 林町小学校 千石 2-36-3 林町町会、丸山町会、大原町会 

５ 明化小学校 千石 1-13-9 原町町会、宮下町会、西原町会 

６ 青柳小学校 大塚 5-40-18 
豊島ケ岡町会、大塚坂下南町会、大塚坂下北町会 

目白台二丁目町会 

７ 関口台町小学校 関口 2-6-1 
目白台豊川町会、高田老松町会、関口町会 

関口二・三丁目町会 

８ 小日向台町小学校 小日向 2-3-8 小日向台町町会、茗荷谷町会 

９ 金富小学校 春日 2-6-15 
春日二丁目町会、第六天町会、武島町会、水道端町会 

西江戸川町会 

10 窪町小学校 大塚 3-2-3 大塚窪町町会、氷川下町会 

11 大塚小学校 大塚 4-1-7 大塚上辻町会、大塚仲町町会、大塚四丁目協力会 

12 湯島小学校 湯島 2-28-14 

湯島一丁目町会、湯島会、湯島新花町会、三組町会 

妻恋会、湯島三丁目梅光会、天梅会、三組弥生会 

天一町会、天二町会、天三町会、湯島同朋町会 

13 誠之小学校 西片 2-14-6 
地縁法人西片町会、丸山福山町町会、丸山新町町会 

向丘一丁目上町会、白山前町町会 

14 根津小学校 根津 1-14-3 
根津宮永町会、根津八重垣町会、藍染町会、根津片町町会 

根津宮本町会、向ケ岡弥生町会、弥生一丁目町会 

15 千駄木小学校 千駄木 5-44-2 上動五三会、動坂中町会、動坂町会 

16 汐見小学校 千駄木 2-19-23 上千駄木町会、千駄木二丁目西町会 

17 昭和小学校 本駒込 2-28-31 上富士町会、神明町会、一般社団法人大和郷会 

18 駒本小学校 向丘 2-37-5 肴町町会、白山上自治会、蓬莱町会、浅嘉町会 

19 駕籠町小学校 本駒込 2-29-6 駕籠町会、西丸町会、曙町会 

20 本郷小学校 本郷 4-5-15 

上真砂町会、下真砂町会、中真砂町会、田町町会 

菊坂町会、菊和会、本郷五丁目台町町会、本郷五丁目町会 

赤門前町会、本郷同四会 
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No 避難所 所在地 対象町会等 

21 元町ウェルネスパーク 本郷 1-1-19 
本郷三丁目南部会、元二親和会、本郷二丁目元一会 

本一町会 

22 第一中学校 小石川 5-8-9 東御殿町会、白山御殿町睦会、久堅自治会、久堅西町会 

23 第三中学校 春日 1-9-31 

春日町一・二丁目春睦会、春日一丁目仲睦会 

春日大門町会、道和町会、後楽町会 

第二後楽園アパート、春日礫川町会 

本郷一丁目アパート自治会 

24 第六中学校 向丘 1-2-2 
森川町会、向丘追分町会、向丘追分東部町会 

向丘一丁目中町会、東大農学部前自治会 

25 第八中学校 千駄木 2-19-22 千駄木二丁目東町会、千駄木三丁目南部町会 

26 第九中学校 本駒込 3-28-9 
吉片町会、富士前町会、神明上町会、神明西部町会 

本駒自治会 

27 第十中学校 千石 2-40-17 原町西町会、上御殿町会、林町南町会 

28 文林中学校 千駄木 5-25-10 千駄木東林町会、千駄木西林町会、千駄木三丁目北町会 

29 茗台中学校 春日 2-9-5 文京中央町会、久堅町民会、久堅親交会 

30 本郷台中学校 本郷 2-38-23 
本郷弓一町会、本郷二丁目弓二会、本郷二・三丁目町会 

本郷三丁目金助町会、春木会、本富士町会 

31 音羽中学校 大塚 1-9-24 

大塚町町会、東青柳町会、目白台雑司ケ谷町会 

音一文化会、音二町会、音羽三和会、音羽四丁目町会 

音羽五丁目町会 

32 文京江戸川橋体育館 小日向 1-7-4 

音六町会、音羽七和会、音八会、音羽九桜町会 

小日水町会、古川松ケ枝町会、関口一丁目南部会 

関水町会 

33 教育センター 湯島 4-7-10 湯島切通町会、湯島北町会、竜岡会、両門町会 

 

（２）妊産婦・乳児救護所 

大規模災害により、家屋の倒壊や焼失などで被害を受けた区民等、あるいは被害を

受けるおそれがある区民等のうち、妊婦、乳児（０歳児）及びその母親等を一時的に

受け入れるための救護所です。 

 

No 妊産婦・乳児救護所 所在地 

１ 跡見学園女子大学 大塚 1-5-2 

２ 貞静学園短期大学 小日向 1-26-13 

３ 東洋学園大学 本郷 1-26-3 

４ 日本女子大学（新泉山館） 目白台 1-19-10 
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（３）二次的な避難所 

避難所が不足する場合、区は、被災者数や地域の被災状況、避難所等の収容力・設

備等を総合的に判断し、必要に応じて、二次的な避難所を開設します。地域活動セン

ターや地域アカデミー、交流館等を二次的な避難所として指定するとともに、区内の

事業所や大学、私立学校、ホテル等との協定締結を推進し、二次的な避難所の確保を

図ります。 

また、指定避難所での生活に支障が生じるなど、特別な配慮を必要とする避難者

（高齢者や障害者等）を対象として、福祉避難所を開設します。福祉避難所は、本人

の障害等の状況や心身の健康状態等から区が総合的に判断して、福祉避難所への移動

が適当と決定した方が対象となります。なお、福祉避難所の開設・運営については、

「福祉避難所設置・運営マニュアル」によります。 

 

（４）その他（緊急避難場所） 

地震に伴う大規模な火災等から身を守るための屋外の広い場所で、区では、公園や

大学等、７か所が指定されています。 

● 緊急避難場所 

ア 六義園 

イ 東京大学 

ウ 後楽園一帯 

エ お茶の水女子大学一帯・教育の森公園一帯 

オ 護国寺一帯 

カ 小石川植物園 

キ 目白台運動公園付近一帯 
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４ 避難所運営協議会の設置 

避難所の円滑な運営を図るため、文京区避難所運営協議会設置要綱（19 文総防第 14

号平成 19 年４月２日区長決定）に基づき、避難所ごとに、地域住民や施設管理者、区

職員による避難所運営協議会を設置し、平常時から避難所運営体制の構築や運営マニュ

アルの作成、定期的な訓練を通じ、各避難所の運営体制を確立します。 

 

５ 避難所の開設 

避難所の開設は、次のいずれかの場合において、災害対策本部等が決定し、区職員・

施設管理者・避難所運営協議会委員を中心とした地域住民（避難者含む）との協働によ

り開設・運営します。 

① 震度５弱以上の地震が発生したとき 

② その他、区（災害対策本部等）から避難所開設の指示が出たとき 

 

６ 避難所の運営体制 

（１）避難所運営本部の設置 

避難所を開設した場合、避難者の安全を確保するとともに、地域住民と行政機関が

一体となった総合的な避難所の運営体制を確立するため、災害対策本部の管理及び責

任の下、各避難所に避難所運営本部を設置し、避難所運営にあたります。 

避難所運営本部は、避難所に派遣される区職員、施設管理者、地域住民（避難所運

営協議会等）が連携して組織を構成するとともに、「運営本部班」、「総務情報班」、「避

難者援護班」、「給食物資班」、「救護衛生班」を編成し、避難所運営にあたります。 

 

（２）運営体制 

① 震度５弱の地震が発生した場合 

数日間の運営を想定し、災害対策本部の管理及び責任の下、区職員、学校長及び

施設管理者が避難所の開設・運営にあたり、可能な範囲で地域住民（避難所運営協

議会委員）に協力を依頼します。 

② 震度５強以上の地震が発生した場合 

災害対策本部の管理及び責任の下、区職員、学校長及び施設管理者が、避難所運

営協議会との協働により開設し、避難所開設からおおむね１週間程度、避難所を運

営します。 
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● 避難所の運営体制等 

対応 震度５弱 震度５強以上 

災害対策本部の設置 設置する 

避難所開設のタイミング 

災害対策本部決定により開設する 

※ただし、震度５強以上の地震があった場合、運営主体は避難所に参集し、

被災者の状況等に応じて、それぞれが独自に先行して被災者を受け入れる。 

避難所の運営主体 

区職員 

学校長・施設管理者 

※可能な範囲で地域住民（避難所運

営協議会委員）の協力を得る 

区職員 

学校長・施設管理者 

地域住民 

（避難所運営協議会委員） 

※可能な範囲で避難者の協力を得る 

避難所運営本部の設置 設置しない 設置する 

開設期間 数日間 ７日以内（原則） 

避難所閉鎖のタイミング 災害対策本部決定により閉鎖する 

備蓄物資の配給 支援に必要な物資を供出する 

避難所施設の対応 施設利用者を施設内で保護する 

帰宅困難者の対応 

発災直後は、施設運営に支障のないエリアで一時的に支援（休憩

場所、トイレの提供等）し、開設している帰宅困難者一時滞在施

設を災害対策本部に確認のうえ案内する 

＊帰宅困難者一時滞在施設：シビックセンター（低層階）、都立高校、協定締結企業等 

 

● 避難所での主な役割（震度５強以上の場合） 

主体 主な役割 

区職員 

①災害対策本部及び地域活動センター、防災関係機関との連絡 

②災害情報の提供や災害時要配慮者の対応 

③施設管理者側と避難所運営協議会側との調整及び避難所運営支援 

施設管理者 

①施設利用者の安全確保、施設の安全確認 

〈学校の場合は以下も実施〉 

②保護者等への連絡と引き渡し 

③教育委員会との連絡 

④保護した児童及び生徒の対応 

地域住民 

（避難所運営協議会委員） 

①避難所の開設準備 

②避難者の受入れ、避難所内における生活環境の確立 

③避難者による避難所運営を支援・指導（避難所が安定した場合） 
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（３）災害時の受援体制 

首都直下地震等の大規模災害により、本区が被災した場合に、国や都のほか、協定

を締結する自治体や事業者等からの支援を受け入れるため、「文京区災害時受援応援計

画」により、あらかじめ支援を受ける業務や受入体制を定めています。避難所運営に

関しても、食糧・生活必需品の供給のほか、応急医療救護（医療救護所）や保健衛

生、精神保健衛生等の業務において、受援体制を整備しています。また、災害ボラン

ティアセンター（都・区）や文京区災害時専門ボランティアと連携し、避難所運営で

支援が必要な業務について、ボランティアの派遣を調整します。 

これらの受援要請については、災害対策本部において受援調整会議を開催し、受援

ニーズや受入体制等を調整します。 

 

（４）避難所の縮小・閉鎖（避難者の自主運営への移行） 

災害が発生し、避難所開設から１週間程度で、区職員や施設管理者は、通常業務や

復興対策業務、学校教育活動の再開などに着手するため、その後は、避難者を中心と

した自主運営へ段階的に移行します。 

また、避難者の減少による避難所の縮小や、学校教育活動の再開等に伴い、適宜、

避難所の統合や閉鎖に向けた検討・調整を行うとともに、避難所運営本部を再編成し

ます。 

 

７ 避難所の収容基準 

避難所の収容基準（居室面積）は、文京区地域防災計画（令和６年度修正）に基づ

き、おおむね 3.3 ㎡当たり２人を目安に、居住スペースの確保に努めます。 

なお、過去の大規模地震では、多くの避難者が避難所に殺到したことで、十分な居住

スペースを確保できなかったケースもあり、不安やストレスのない避難生活を送るため

に必要な居住空間を確保することが課題となっています。そのため、東京都避難所運営

指針では、将来的に目指すべき基準として、国際基準（スフィア基準）に準拠した１人

当たり 3.5 ㎡以上の居住スペースを確保することが示されているところです。 

本区では、想定されるすべての避難者に対し、この基準を適用することは、物理的に

困難ですが、災害関連死を防ぐためにも、高齢者や障害者、妊産婦等、支援の必要性が

高い避難者に配慮した居住スペースの確保に努めるほか、時間の経過に伴う避難者数の

ピークアウト等の状況に応じ、都が示す基準に準拠した運用に努めます。また、将来的

に都が示す基準に近づけていけるよう、継続して、二次的な避難所の確保や、在宅避難

の推進による避難所への避難者数の抑制に取り組んでいきます。 
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第２編 避難所開設・運営の対応方針 

東京都が公表した首都直下地震の被害想定では、本区では、26,700人を超える被災者が

避難所での避難生活を送ります。避難所は、災害時に自宅が倒壊等の被害を受け、又はそ

のおそれがある人の生活場所となり、全ての避難者が、可能な限り、日常に近い生活を送

ることができるよう対応する必要があります。本編では、避難所の開設・運営に必要な施

設や機能のほか、避難所運営に関する主な課題について、区としての対応方針を示します。 

 

１ 避難所の開設に関する対応方針（①施設利用計画） 

避難所では、避難者に一時的な生活場所を提供するため、施設内で様々な管理機能やス

ペースを確保する必要があり、ここでは、避難所運営の基本となる機能やスペース等を示

します。事前に各避難所の施設利用計画を検討し、発災時において、計画的な施設利用に

努める必要があります。 

 

（１）管理機能 

ア 避難所開設キット保管場所 

• 「避難所開設キット」は、避難所に参集した誰もが、開設・運営ができるよう、

避難所の開設から初期段階までの行動手順書や各種掲示物等を収納しています。 

• 各避難所では、原則、備蓄倉庫や主事室に保管しています。 

 

  

 

イ 避難所運営本部（本部室） 

• 避難所運営本部室では、避難所運営協議会の正副会長のほか、民生委員・児童委

員、ＰＴＡ、防災士、施設管理者、区職員（チーフ）等で構成する「運営本部

班」が、避難所運営の方針を協議します。 

• また、運営側(当直者など)の休憩・仮眠室としても利用します。 

 

ウ 総合受付（事前受付） 

• 避難所となる施設の入口付近に、避難者の受付を設置します。 

• 感染症の流行時には、総合受付の前に「事前受付」を設置し、体調不良者は居住

スペースや導線を区別して対応します。 
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エ 通信機能（防災行政無線等） 

• 避難所では、災害時に通信手段が途絶した場合でも、災害対策本部との通信を確

保するため、防災行政無線を設置しています。 

• 防災行政無線は、職員室や事務室に設置し、区職員又は施設職員のみが使用しま

す。 

 

オ 災害時特設公衆電話 

• 災害時特設公衆電話は、災害時の優先電話回線を使用した電話で、避難者が家

族・親戚等と連絡を取るために避難所内に設置し、無料で使用することができま

す。 

• 電話機器は、備蓄倉庫もしくは職員室、事務室等に保管しており、施設内の所定

の場所に設置します。 

 

カ 情報掲示板 

• 主に、災害・被害情報や安否情報、避難所の生活ルール等を掲示します。 

• 掲示板は、避難所出入口や総合受付付近など、避難者の目にとまりやすい場所に

設置し、施設の規模により、複数の場所に掲示板を設置することも検討します。 

• また、在宅避難者への物資配給情報やマスコミに対する情報等、外部向け掲示板

の設置も必要です。 

 

キ その他（遺体の一時収容場所等） 

• 避難者の喫煙場所は屋外とし、他のスペースから離れた場所とします。 

• 避難者が死亡した場合は、一時的な遺体安置が必要となり、居住スペースや生活

関連として使用していない、生活エリアから離れた静かな場所が適切です。 

 

（２）居住スペース 

ア 居住スペース 

• 居住スペースは、避難者が避難生活を送る場所です。体育館等を活用し、パーテ

ィション等により、プライバシーの確保や女性、LGBTQ 等当事者の方が性被害や

ハラスメントをうけない工夫、感染症対策に努めます。 

 

イ 要配慮者専用スペース 

• 高齢者や障害者等、特別な配慮が必要な避難者には、状況に応じて優先的に要配

慮者専用スペースを確保します。 

• 介護等、身体的な特性に応じたスペースを確保し、車いすでの移動なども考慮し

て、可能な限り１階で、保健室やバリアフリートイレなどに近い部屋を優先して

割り当てます。 

 

ウ 妊産婦・乳幼児スペース（授乳室） 

• 子どもが泣いても気兼ねせずに過ごせる場所や、授乳室として利用できるスペー

スを確保します。 
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エ 傷病者・感染症スペース 

• 傷病者や感染症にり患、もしくは疑いのある避難者を移動させます。他の避難者

と接触しにくい導線の部屋を優先して割り当てます。 

 

オ ペット飼育場所 

• ペットとともに避難してきた避難者について、ペットを飼育するスペースを確保

します。 

• 動物が苦手な方や、動物アレルギーの方への配慮のため、別室もしくは、屋外に

テントを張るなど、避難者の居住スペースとペットのスペースを区分します。 

• なお、他の避難者に危害が及ぶおそれがある動物は受け入れません。 

 

（３）生活関連 

ア 医療救護所 

• 保健室や医務室に医療救護所を設置し、震度５強以上の地震があった場合は、あ

らかじめ指定された医師等が参集します。 

 

イ トイレ 

• 発災後、施設のトイレが使用できる場合は、避難者の居住スペースや要配慮者ス

ペースとの距離等も考慮し、使用するトイレを特定します。 

• 施設のトイレが使用できない場合は、避難所に備蓄する簡易トイレや携帯トイレ

のほか、避難所周辺のマンホールトイレ等を活用します。また、区と協定を締結

する事業者により、仮設トイレが設置されます。 

• 災害用トイレは、避難者数や男女比等にも考慮した基数を確保するとともに、仮

設トイレ等を設置する場合は、性被害や犯罪を防ぐ観点から、明るく、人の目が

届く場所に設置するほか、男女別で動線を区別するなど、安全な場所に設置しま

す。 

• LGBTQ 等当事者の方が安心して使用できるよう、誰でも使用できるトイレを一定

数確保します。 

 

ウ ごみ・し尿集積場所 

• 区による回収が始めるまでの間、避難所生活で出るごみや携帯トイレのし尿等

を、一定の場所に集積します。 

• 避難所の衛生環境を確保するため、集積場所は、避難者の生活スペースから離れ

た場所で、直射日光が当たりにくく、屋根のある場所が適しています。 

 

エ 洗濯場・物干し場 

• 避難時に衣服が持ち出せない状況もあることから、仮設洗濯場のほか、洗濯干し

場を男女別で確保します。 

 

オ 更衣室（男女別） 
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• 着替えのための、男女別の更衣室を設置します。 

• また、育児・介護同伴のほか、LGBTQ 等当事者の方等が性別にかかわらず利用

できる更衣室も確保します。 

 

カ 多目的スペース 

• 避難者同士が交流できるスペースを確保します。 

• 居住スペースからは少し離れた場所で、テレビや給湯設備があることが望ましい

です。 

 

キ 相談窓口 

• 安否確認の問い合わせや各種相談、行政への要望を受ける相談窓口を設置しま

す。 

• 避難者の生活再建に関する相談を受け付ける機能を備えるため、プライバシーが

確保されるよう、個室やパーティション等を活用します。 

 

（４）給食物資 

ア 物資保管場所（備蓄倉庫） 

• 備蓄倉庫には、避難所運営に必要な資機材や物資・食料を保管しています。 

 

イ 救援物資搬入・荷捌き場所 

• 国や都、他自治体などからの支援物資を受け入れ、類似の品目等に整理の上、保

管します。 

• 物資の搬入から、荷捌き場所や保管場所へのルートを考慮し、スペースを確保し

ます。 

 

ウ 食料・物資等の配給場所 

• 食料・物資等の配給は、原則、在宅避難者も集まりやすい屋外で行います。物資

の運搬動線等を考慮した場所とします。 

 

エ 給水場所（受水槽） 

• 避難所では、受水槽の水を飲み水として使用するため、原則、受水槽付近に給水

場所を設置し、給水袋等により避難者へ供給します。 

 

オ 炊き出し場所 

• 炊き出し場所は、在宅避難者も集まりやすい屋外に設置し、食事は各避難者の滞

在スペースで行います。 

 

カ 調理場 

• 発災後も使用可能な場合は、施設管理者と協議の上、施設の調理場（給食調理室

等）で炊き出しの調理を行います。 
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２ 避難所の開設に関する対応方針（②導線計画） 

避難所での秩序を維持し、避難者の安全・安心な避難生活を確保するためには、立ち入

り禁止場所など、避難者の導線計画を検討する必要があります。ここでは、適切な避難所

運営に向け、避難者等の導線に関する基本的な考え方を示します。 

 

（１）参集場所 

• 区職員、施設管理者、地域住民（避難所運営協議会委員）は、震度５強以上の地震

があった場合には、避難所に参集しますが、参集する場所や施設の入口（学校の正

門や体育施設の入口等）について、関係者であらかじめ確認しておく必要がありま

す。 

 

（２）開錠する箇所 

• 夜間・休日の場合は、先に参集した関係者（区職員や避難所運営協議会委員等）

が、校門や施設の出入口、備蓄倉庫等の鍵を解錠し、その他の時間帯は、区職員や

施設職員が解錠します。 

• 一般的な解錠箇所及び解錠手順は、以下のとおりです。 

ア 正門・通用門（参集入口） 

イ 施設出入口（総合受付設置場所） 

ウ 備蓄倉庫・「「避難所開設キット」保管場所 

エ 教職員室・事務室（必ず区職員や施設職員と一緒に解錠） 

以下は、避難者を一時待機場所に誘導後に開錠します。 

オ 居住スペース（体育館・屋内運動場）  

カ 専用スペース（傷病者・要配慮者専用スペース、医療救護所（保健室）等） 

 

（３）避難者の一時待機場所 

• 避難所施設の安全確認及び使用準備が完了するまで、避難者を敷地内（校庭や屋外

運動場）に待機させ、掲示物や呼びかけにより、避難者をグラウンド内の１か所に

誘導します。 

 

（４）避難者の受入れ 

• 施設の安全確認が完了したら、昇降口など避難所の入口となる場所に総合受付を設

置し、避難者を受け入れます。また、感染症流行期は、事前受付も設置します。 

ア 総合受付 

受付票や避難者受付カード等を使用し、避難者の入退所を管理します。 

イ 事前受付（感染症流行期） 

発熱や体調不良者を早期に発見できるよう、感染症流行期などに総合受付の手前

に設置します。事前受付で来所者の体調等を確認し、感染症の疑いがある場合は、

総合受付とは導線を区別し、体調不良者専用スペース等に誘導します。 
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（５）利用する居住スペースの優先順位 

• 施設に利用者がいる時間に発災した場合、施設管理者は、まず利用者の安全の確保

を図ります。学校の場合、児童・生徒の安全を確保するため、保護者による引き取

りを原則として、施設内で保護します。また、避難所の開設からおおむね１週間後

からは避難者数が減少し、避難所の縮小や教育活動の再開等が検討されます。避難

所では、このような状況も見据えた施設利用が必要となるため、居住スペースは、

体育館・屋内運動場を優先的に使用するなど、段階的に開放（もしくは閉鎖）し、

避難者を誘導します。 

 

（６）立ち入り禁止・土足禁止エリア 

• 施設内の安全点検の結果、施設の安全が確認できなかった場所については、立ち入

り禁止テープ等により、避難者等が立ち入らないようにします。 

• 校長室・職員室・事務室等の管理諸室や、化学薬品や機器等のある諸室は使用せ

ず、原則、立ち入り禁止とします。 

• 施設管理者がいる場合は、施設管理者に確認しながら実施します。 

• 衛生管理を徹底するため、屋内の以下の場所は、原則、土足厳禁とします。 

① 居住スペース（体育館・屋内運動場） 

② 専用スペース（傷病者等スペース、要配慮者専用スペース、医療救護所等） 

③ その他スペース（調理室等） 
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３ 避難所の運営に関する対応方針 

（１）居住スペースの確保 

 ア 居住スペースの割り当て 

• 体育館や屋内運動場等を優先的に活用し、避難者数の状況に応じて、段階的にそ

のほかの諸室を活用します。 

• 避難者を町会・自治会等の地区単位でまとめるとともに、プライバシーの確保等

を図るため、可能な限り、パーティションを設置して、世帯ごとの居住スペース

を設置します。 

• 生活導線や車いす等にも配慮して、通路（130cm 以上）を確保します。 

• 毛布やエアマットなどを配布するとともに、物資に限りがある場合は、高齢者や

障害者、妊産婦、子供などに、優先的に段ボールベッド等を配布します。 

 

イ 一人当たりのスペース 

• 避難者の居住スペースについては、文京区地域防災計画（令和６年度修正）に基

づき、おおむね3.3㎡当たり２人を目安に、公平に割り当てますが、高齢者や障害

者、妊産婦等、特に支援の必要性が高い避難者については、優先的に要配慮者専

用スペースに割り当てるなど、必要なスペースを確保します。 

• また、避難所では、発災後４日から１週間で避難者数がピークを迎えることが想

定されていますが、避難所生活の長期化により、避難者の災害関連死のリスクは

高まるため、避難者数のピークアウト等、時間の経過に伴う状況の変化に応じ

て、優先すべき考え方を整理し、東京都が示す基準（避難者１人当たり 3.5 ㎡）

に準拠した居住スペースの確保に努めます。 

 

● フェーズごとに優先すべき考え方 

フェーズ 優先事項 基本的な考え方 対応方針 

発災～24 時間 生命の保護 

〇避難者の生命の保護を最優先

とし、スペースを最大限に活用

して、避難者全員の収容を目指

す。 

〇体育館等、比較的広い諸室か

ら段階的に開放し、避難者を収

容する。 

発災１日～７日 要配慮者の保護 

〇高齢者や障害者、妊産婦等、

支援の必要性が高い避難者に必

要なスペースを確保する。 

○一般の避難者についても、状

況に応じて、可能な限りスペー

スの確保に努める。 

〇要配慮者専用スペースを確保

し、個々の事情に応じたスペー

スの拡充に努める。 

発災７日以降 生活環境の向上 

〇避難者数のピークアウト等の

状況に応じて、避難者全員にゆ

とりのあるスペースを確保す

る。 

〇教育活動の再開等、施設の通

常利用との両立を図る。 

〇居住スペースを再編し、避難

者１人当たり 3.5 ㎡を目安に、

スペースの確保に努める。 

〇施設管理者との協議により、

避難所規模の適正化を図る。 
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【避難所運営協議会で平常時に確認すべきポイント】 

⑴ 避難所となる学校施設等を確認し、体育館や特別教室等、居住スペースとし

て優先的に利用する場所を検討しておきましょう。 

⑵ パーティションや段ボールベッド等の備蓄状況を確認しておきましょう。 

⑶ 訓練を行いながら、パーティション等の組み立て方や居住スペース内の配置

等を確認しておきましょう。 
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（２）避難者対応 

ア 避難者の受付・避難者情報の管理 

① 避難者の受付 

・ 避難所開設後、避難者には、一時的な受付として総合受付で受付票を記入しても

らい、その提出と引き換えに、避難者受付カードを交付し、居住スペースに誘導

します。 

・ 感染症流行時は、さらに総合受付の手前に事前受付を設置し、体調不良者をトリ

アージの上、専用スペースに誘導します。 

 

② 避難者情報の把握 

・ 状況が安定したら、避難者から「避難者受付カード」を回収し、それをもとに

「避難者集計表」を作成します。 

・ 「受付票」は、代表者が記入し、必要最低限の情報を把握するために使用しま

す。また、避難者数（速報値）の把握にも活用します。 

・ 「避難者受付カード」は、世帯ごとに記入し、入退所管理や安否情報の公表の可

否、特別な支援の必要性の有無など、避難者情報を把握するための基本台帳とな

ります。 

・ 「避難者集計表」は、年齢や性別ごとの人数等を集計し、避難者数の把握、物

資・食糧の需給計画などに活用します。 

・ 「避難者集計表」は、一定期間ごとに更新し、現在数を把握します。 

・ 避難者数は、避難所内の各班で共有するとともに、区職員が災害情報システムに

入力し、災害対策本部に報告します。 

 

● 避難所の受付フロー 

 

● 避難所の受付フロー （感染症流行時） 

   

 



 

19 

③ 避難者情報の管理 

• 避難者受付カード及び避難者集計表は、不特定多数の人の目につかないように保管

し、本人の同意なしに、記載内容を第三者に提供することがないよう、個人情報保

護の取り扱いを徹底します。 

 

④ 避難所の入退所管理 

・ 避難者数の把握や防犯対策等の観点から、避難所運営本部で避難者の入退所可能

時間を決定し、避難者へ周知します。 

・ 避難者が退所した場合（帰宅・他の避難所への移動等）は、「避難者受付カー

ド」に記録します。 

・ 避難者が外泊する場合は、原則、総合受付に届出て、行き先や期間等を記録しま

す。 

 

イ 避難行動要支援者の安否確認 

① 避難行動要支援者の支援体制 

・ 区では、高齢者や障害のある方などのうち、災害が起きた際に、自分の力で避難

することが困難で、特に支援が必要な方を避難行動要支援者として名簿登録して

います。 

・ 避難行動要支援者名簿（同意方式名簿）は、日頃から民生委員・児童委員や町

会・自治会等と共有し、災害発生時に、避難行動要支援者の安否確認や避難誘導

等につなげていく体制を構築しています。 

 

② 安否確認 

・ 避難所が開設された場合、民生委員・児童委員や町会・自治会等の支援者は、避

難行動要支援者名簿に記載された方の状況を、避難者受付カードや安否確認者等

（要支援者の親族等）への連絡により確認します。 

・ 既に避難所に避難している場合は、避難所での生活支援を行います。 

・ 避難所では本人の安否が確認できない場合は、安否確認者や直接本人に連絡し、

主に、以下のことを確認します。 

⑴ 本人の負傷の有無や建物の状態 

⑵ 避難所への避難の必要性 （在宅避難が可能か） 

⑶ 救出・救護の必要性 

・ 救出・救護の要請があった場合は２人以上で避難誘導等を行い、対応が困難な場

合は、地域活動センターや消防・警察へ応援を要請します。 

・ 要支援者の状況については、避難所にいる区職員に報告し、対応を引き継ぎま

す。 
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ウ 問い合わせ等の対応 

① 安否確認等の問い合せ 

・ 避難者のプライバシー保護と避難所の安全を確保するためにも、問い合わせ窓口

は一本化し、避難所集計表で情報の公開可否を確認したうえで、迅速に対応しま

す。 

・ 発災直後は、施設への問い合わせと避難所への問い合わせが混在するため、誰が

対応するのか施設管理者と調整します。 

・ かかってきた電話は、直接避難者には取り次がず、避難者に伝言するか伝言板を

活用し、避難者から折り返し連絡するなど、状況に応じて対応します。 

・ 避難者の中に、配偶者からの暴力、ストーカー行為、児童虐待等の被害を受け、

加害者から追跡されて危害を受ける恐れのある人等が含まれる場合は、その加害

者等に居所等が知られることのないよう、当該避難者の個人情報の管理を徹底し

ます。 

・ 情報が提供できない場合は、災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板の利用を促しま

す。 

・ 避難者受付カードに記載した方以外で、地域住民等から安否情報を受けた場合

は、地域住民の安否確認情報として管理し、必要に応じて災害対策本部へ連絡し

ます。 

 

② 訪問者への対応 

・ 訪問者（部外者）が、避難所内にむやみに立ち入ることを規制します。 

・ 入口付近を面会場所として、訪問者との面会はそこで行うよう周知徹底します。 

・ 避難者の中に、配偶者からの暴力、ストーカー行為、児童虐待等の被害を受け、

加害者から追跡されて危害を受ける恐れのある者等が含まれる場合は、その避難

者との面会手続きについても、加害者等に居所等が知られることのないよう徹底

します。 

 

③ 取材（マスコミ）対応 

・ マスコミの取材等から避難者のプライバシーを保護し、避難生活に影響を与える

ことがないよう、許可のないマスコミの立ち入り規制を行います。 

・ 取材の対応方針については、災害対策本部で決定し、報道機関等に周知します。 

・ 各避難所で個別に取材の要望を受けた場合には、災害対策本部に報告し、取材を

受けることを決定した場合には、窓口を一本化して対応します。 

・ 取材や調査内容等については、事前に確認の上、記者等には、腕章やバッジな

ど、身分が明らかに分かるものを着用するよう依頼します。 

・ 避難所内での取材等は、避難者のプライバシーに最大限配慮するよう徹底し、必

ず担当者等が付き添います。 

・ 取材した内容は、「取材対応カード」に記録します。 
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 エ 避難者ニーズの把握 

・ 避難者のニーズは、発災後から時間の経過とともに変化し、避難生活の長期化と

ともに個別化・多様化していきます。 

・ 避難所では、避難者のニーズを把握するため、匿名で意見を投函できる意見箱や

男女の相談員による相談窓口の設置等、状況に応じた対応を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【避難所運営協議会で平常時に確認すべきポイント】 

⑴ 総合受付等の場所を決め、訓練等で受付の流れを確認しておきましょう。 

⑵ 避難者受付カード等、個人情報の管理方法を検討しておきましょう。 

⑶ 避難行動要支援者との連絡体制を確認するとともに、可能な限り日頃からの

関係づくりに努めましょう。 
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（３）配慮が必要な方への対応 

ア 高齢者、障害者への配慮 

① 居住スペース等の配慮 

・ 要配慮者専用スペースについては、可能な限り１階の部屋で、医療救護所やバリ

アフリートイレに近い部屋などを優先して割り当てる一方で、情報やコミュニテ

ィから隔離してしまうことのないよう配慮します。 

・ おむつを使用している方等のプライバシーが確保できる場所を確保します。 

・ 認知症の方は、環境の変化により症状が強く現れる場合もあるため、本人や家族

の希望を聞きながら、落ち着いて過ごせる場所を確保します。 

・ 移動が不自由な方には、トイレや水回りなどに行きやすい場所を割り振ります。 

・ 適切な幅の通路の確保や、横向きで眠れる休息空間を設けることも検討します。 

 

② 介助・情報提供等 

・ 高齢者（車いす等）や障害者等の介助は、可能な限り、避難者同士が協力し合え

るように努めます。 

・ 聴覚障害の方に対しては、災害情報システム用のタブレット端末から手話通訳ア

プリを利用するとともに、コミュニケーションボードやアンブルボード（手書き

電光掲示板）等を活用するほか、必要に応じて手話通訳者の派遣を要請する等、

適切なコミュニケーションを図ります。 

・ 介助する人材が必要な場合や避難生活が長期化する場合は、ボランティアと協力

し、継続的な見守り等に対応します。 

・ 避難行動要支援者名簿に記載されている方は、個別避難計画の内容を参考に、民

生委員・児童委員等と協力しながら、必要な支援に努めます。 

・ 家族や支援者が、一時的な用事などで要配慮者の元を離れることもできるよう、

避難者同士の見守り体制を検討します。 

 

③ 二次的な避難所等への移送 

・ 避難所での生活に支障が生ずるなど、特別な配慮を必要とする高齢者や障害者等

は、福祉避難所や協定を締結する宿泊施設等への移送を検討します。 

・ 特に福祉避難所への移送が必要な方は、区が基準に照らしてトリアージを行い、

移送先を決定の上、移動手段を調整します。 

 

イ 女性・子どもへの配慮 

① 女性の視点に立った避難所運営 

・ プライバシーの保護や性被害などの犯罪防止など、女性の視点に立った避難所運

営を図るため、各班のリーダーやサブリーダーに男性と女性の両方を配置するな

ど、女性が避難所運営の意思決定に関わる環境を整備します。 

・ 男女を問わず役割を分担して、避難所を運営します。 
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・ 女性が安心して悩みや不安を相談できるよう、相談窓口には、女性の相談員も配

置するとともに、配偶者暴力や性暴力などの相談には、専門的な支援を調整しま

す。 

・ 避難者の中に配偶者からの暴力、ストーカー行為、児童虐待等の被害を受け、加

害者から追跡されて危害を受けるおそれのある方がいる場合は、その加害者に居

所等が知られることのないよう、個人情報の管理を徹底します。 

・ 女性専用の更衣室、授乳室スペースを設置します。スペースが不足する場合は、

移動可能な間仕切りの使用など、両スペースを併用することも検討します。 

・ 単身女性や女性のみの世帯だけのエリアを確保するなど、状況に応じて対応をし

ます。 

 

② 妊産婦・乳幼児への配慮 

・ 妊産婦や乳幼児については、専用の居住スペースを設置し、トイレや水回りなど

に行きやすい場所を割り振ります。 

・ 妊産婦や乳幼児は、心身の特性や生活上の留意点が大きく異なるため、継続した

観察ケアのほか、衛生環境を確保や育児支援を行います。 

・ 発災後、状況が安定したら、妊産婦・乳幼児救護所や、協定を締結する宿泊施設

等への移送を検討します。 

 

③ 子どもへの配慮 

・ 子どもが泣いたり騒いだりしても、親子で気兼ねなく過ごせるオープンスペース

やキッズスペースのほか、学習スペース等、ニーズに応じた対応も検討します。 

・ 避難所の子どもからも意見等を聞き取り、可能な限り、避難所の環境整備に反映

させます。 

・ 養育者がいない子どもやヤングケアラー等を支援するため、必要に応じて、避難

者同士の協力を得ながら、ニーズの把握と対応に努めます。 

 

ウ LGBTQ等当事者への配慮 

・ 性的指向や性自認に基づく必要な配慮は、人により異なることを理解し、誰でも利

用できるトイレや更衣室を一定数以上確保する等、当事者の意向も確認しながら、

必要な対応を図ります。 

・ 性的指向や性自認に関する情報を、本人の了解を得ずに第三者に伝えることがない

よう、情報管理を徹底するとともに、相談窓口の設置等により、気軽に相談ができ

る体制を構築します。 

 

エ 外国人への配慮 

・ 外国人は、個人により来日の背景や、母国の生活文化が異なることに留意し、避難

所のルールを基本とする中でも、可能な限り、避難生活の利便に配慮して対応しま

す。 

・ 避難所でのコミュニケーションでは、可能な限り、多様な言語やひらがな・カタカ

ナ等の分かりやすい言葉による情報提供に努めます。 
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・ さらに、各避難所に備蓄されているコミュニケーションボードのほか、災害情報シ

ステム用タブレット端末から通訳アプリを活用して、円滑なコミュニケーションを

図ります。 

 

オ その他 

・ 年齢や性別、国籍にかかわらず地域に住んでいる全ての人が「「住民」であり、災害

発生直後の救出、救護、避難にあたっては、住民同士の助け合いが重要となります。 

・ 平常時から、様々な人の立場を理解し、災害時に支援が必要な方とは、平常時か

ら顔の見える関係が構築されるよう、努めていく必要があります。 

・ 避難所では、様々な人がスペースを共有して生活するため、状況に応じた対応を検

討します。 

・ そのほか、音や光、においに敏感な方や、急激な環境の変化でパニックになる方な

どもいるため、避難者の個々の事情等を確認しながら、必要な対応を検討します。 

 

 

 

 

【避難所運営協議会で平常時に確認すべきポイント】 

⑴ 必要な配慮の内容等について、日頃から理解を深めておきましょう。 

⑵ 要配慮者専用スペースの確保や、プライバシー等を守るための対応等を検討

しておきましょう。 

⑶ 訓練等で、避難所に保管しているコミュニケーションツール（手話通訳アプ

リ・コミュニケーションボード等）の利用方法を確認しておきましょう。 

⑷ 訓練等では、高齢者や障害者、女性等の参加・参画を促し、様々な立場から

の意見を踏まえて、対応を検討しましょう。 
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● ペット同行避難 

被災者がペットと共に危険な場所から安全な場所へ避難する行動を指しま

す。 

● ペット同伴避難 

災害の発生時に、飼い主が同行避難したペットを指定避難所などで飼養管理

する状態を指します。ただし、指定避難所などで飼い主がペットを同室で飼養

管理することを意味するものではなく、ペットの飼養環境は避難所等によって

異なることに留意が必要です。 

（４）ペットの対応 

ア ペットの同行・同伴避難 

・ ペット同伴避難は、動物愛護の観点のみならず、飼い主の命を守り、安全な避難行

動を確保する観点でも大切な考え方となっています。 

・ 同行避難せずに、災害時にペットが逸走すると、地域社会の公衆衛生対策や安全対

策に関わる問題にもつながります。 

・ 本区では、ペットと同行避難した方の避難所への避難「（ペット同伴避難）が可能で

すが、動物が苦手な方や、動物アレルギーの方に配慮するため、避難所内では、別

室もしくは屋外にテントを張るなど、避難者の居住スペースとペットの飼育スペー

スを区分します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ ペット同伴避難のルール 

① 避難所へのペットの受け入れ 

・ ペットを受け入れる場合は、飼い主の責任で飼育することや、避難所のルールに

従うことを徹底します。 

・ 他の避難者に危害が及ぶことが想定される動物は、受け入れません。 

・ 動物が苦手な方や動物アレルギーの方に配慮するため、ペットの飼育場所は、避

難者の居住スペースとは離れた別室、もしくは屋外にテントを張りスペースを確

保するなど、避難者との導線が交錯しないよう配慮します。 

・ 盲導犬等の補助犬の同伴が必要な方は、補助犬とともに個別の居住スペースを確

保します。 

・ ペットを受け入れる場合は、受付時に「ペット登録台帳」を作成し、管理しま

す。 

 

② 飼い主の責任 

・ ペットは、飼い主の責任で飼育することに加え、身元の表示のほか、餌、水、ケ

ージ等、ペットの飼育に必要なものは、飼い主が用意します。 

・ 犬については、狂犬病予防法で鑑札及び注射済票の装着が義務付けられていま

す。 

・ 飼育場所の清掃やし尿処理についても、飼い主の責任により行います。 

・ 次のものは、災害時に飼い主が責任をもって準備すべきものとされており、必要

に応じて、飼い主に指導します。 
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● ペットとの避難に必要なもの 

□ 5日分以上（できれば7日分以上）のフードと水 

□ フードや水を入れる容器 

□ 薬（持病などがある場合） 

□ 鑑札（身元表示）と写真（飼い主と一緒に写っているもの） 

□ ケージ・キャリーバッグ 

□ 首輪・リード（伸びないもの）・ハーネス 

□ ごみ袋 

□ グルーミング用ブラシ 

□ トイレ用品（ペットシーツや排せつ物の処理用具等） 

□ 飼い主の連絡先やペットの情報を記録したもの 

□ その他（おもちゃ等） 

 

ウ その他 

① 逸走動物に関する情報収集・周知 

・ 逸走動物（保護されたペット、捜索中のペット）に関する情報について、災害対

策本部から連絡があった場合は、情報を集約し、避難者に周知します。 

 

② 動物救護体制の構築 

• 飼い主等による動物の飼養管理支援や避難動物への獣医療提供等について、東京

都獣医師会文京支部と連携して行います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【避難所運営協議会で平常時に確認すべきポイント】 

⑴ ペットの飼育場所を検討しておきましょう。 

⑵ ケージなど、避難所の備蓄物資を確認しておきましょう 

⑶ 訓練等で、ペットの受け入れの一連の流れを確認するとともに、避難所での

ルールについて、訓練参加者への周知に努めましょう。 
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（５）トイレの確保・管理 

ア 発災後のトイレ使用の原則 

・ 災害時は、地中の上下水道管が破損するなど、外見からは判断できない問題が発

生している恐れがあります。そのため、水道が使える場合や水が確保できる場合

であっても、安全が確認できるまでは、施設の水洗トイレは使用を禁止し、災害

用トイレを使用します。 

・ 避難所の開設にあたっては、まず、施設内の全トイレを使用禁止とし、避難者に

その旨を周知します。 

 

イ 災害用トイレの種類 

・ 避難所には、災害用トイレとして、携帯トイレ・簡易トイレ・マンホールトイレ

（便座・テント）を備蓄するほか、事業者との協定により仮設トイレが設置され

る計画となっており、施設の被害状況や避難者数等に応じ、必要な資材を利用し

ます。 

 

① 携帯トイレ 

・ 洋式便器等に設置して使用する便袋で、施設内の既設のトイレ等、プライバシー

を守る空間があれば、どこでも使用可能です。 

・ 使用後は粉末状の凝固剤と薬剤により、匂いの発生を防ぎます。 

・ 発災直後から使用可能で、処理したし尿を一時的に集積する場所が必要です。 

 

② 簡易トイレ 

・ トイレが無い場所、またはトイレが不足する場所に設置する組立型のトイレ

で、紙またはプラスチック製の便座を組み立て、テントと携帯トイレを設置し

て使用します。 

・ 発災直後から使用可能で、処理したし尿を一時的に集積する場所が必要です。 

 

③ マンホールトイレ 

・ 事前に整備された下水道管路や貯留槽にあるマンホールの上に、備蓄している

便座やテントを設置し使用します。 

・ 各避難所の周辺には、マンホールトイレとして使用できるマンホールが数か所

設置させているほか、一部の学校等には、敷地内にも整備しています。 

・ 設置には時間と労力を要するため、主に発災数日後からの使用を想定します。 

 

④ 仮設トイレ 

・ トイレが必要な場所に、一時的に設置されるトイレで、事業者との協定に基づ

き、各避難所に設置されます。 

・ 仮設トイレの輸送・配置や汲み取り体制等、事業者との調整等に一定の時間を要

するため、避難所の開設が長期化した場合の利用を想定します。 
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携帯トイレ 簡易トイレ マンホールトイレ 仮設トイレ 

 

ウ トイレの確保・使用に関する配慮事項 

① トイレの確保 

・ 施設の被害状況や避難者の居住スペースや要配慮者専用スペースとの距離等も

考慮し、使用するトイレを特定します。 

・ 避難所でのトイレは、国の基準に基づき、避難者50人当たり１基を基本とし、

避難所の開設が長期化する場合（１週間以上）は、避難者20人当たり１基を確

保するよう努めます。 

・ 女性用と男性用の割合は、３：１とします。 

 

② 衛生管理 

・ トイレの衛生環境を維持するためには、避難者自身が当事者意識を持って清潔に

使用することが不可欠であるため、避難者に対し、災害用トイレの正しい使い方

を周知するとともに、使用したトイレは、避難者自身で清掃・管理が行えるよう、

協力を求めます。 

 

③ その他 

・ トイレは昼夜を問わず安心して使用できる場所を確保します。 

・ 男性用トイレと女性用トイレは離れた場所に設置して導線を分けるとともに、照

明器具や防犯ブザーの活用に加え、複数人でトイレに行くよう呼びかけるなど、

防犯対策に努めます。 

・ バリアフリートイレが使用可能な場合は、高齢者、障害者、装具交換やおむつ

交換が必要な方が優先的に利用できるようにします。 

・ LGBTQ等当事者にも配慮し、誰でも使えるトイレも確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【避難所運営協議会で平常時に確認すべきポイント】 

⑴ 既設トイレの場所や携帯トイレ等の備蓄状況、マンホールトイレの設置可能

場所を確認しておきましょう。 

⑵ 居住スペース等の配置等も考慮し、使用するトイレの想定を検討していきま

しょう。 

⑶ 訓練等で、災害用トイレの組み立て方や使用方法を確認するとともに、災害

用トイレの正しい使い方等について、訓練参加者への周知に努めましょう。 
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（６）ごみ・し尿処理 

ア 集積所の確保 

・ 避難所生活では、大量のごみが発生することから、敷地内に臨時のごみ集積所を設

置する必要があります。 

・ ごみが溜まってから集積場所を移設することは難しいため、事前に集積可能な場所

を決めておく必要がありますが、避難所生活が長引くことも想定し、ごみの搬出が

速やかにできるよう、ごみ収集車が出入りできる場所や、避難者の生活スペースか

ら距離がある場所等を選定しておく必要があります。 

 

イ ごみ・し尿の出し方のルール 

・ 避難所生活で出るごみやし尿は、区による回収が開始されるまで、可燃ごみ・不燃

ごみ・し尿「（携帯トイレ）に分けて集積し、避難所内でのごみ分別等のルールの周

知徹底を図ります。 

・ 区の災害廃棄物の収集計画を周知し、収集予定に沿って、ごみやし尿を管理します。 

 

 

 

 

 

 

  

【避難所運営協議会で平常時に確認すべきポイント】 

⑴ ごみ・し尿の集積場所を検討しておきましょう。 

⑵ 避難所内でのごみの分別や収集方法等の流れを検討しておきましょう。 
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（７）避難者の健康管理体制の確保 

ア 避難者の健康の維持 

・ 大規模災害時には避難所生活が長期化することで、災害関連死のリスクが高まるた

め、避難者の健康管理体制を確保することが必要です。 

・ また、新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症を予防するため、必要な

物資を確保し、感染症の流行状況等を情報提供するとともに、手洗い、手指消毒、

マスクの着用などの感染防止対策の周知を図ります。 

 

イ 医療救護所の開設 

・ 震度5強以上の地震が発生した場合、医師会等の医師・歯科医師・薬剤師・看護師

が医療救護班を構成し、あらかじめ指定された避難所に参集します。 

・ 医療救護所の運営は、災害対策本部の医療教護部が担い、設置・運営管理は医療

救護担当、保健・栄養管理活動や被災者のメンタルヘルスケアは保健活動班がそ

れぞれ担うこととなり、避難所の救護衛生班は、その業務をサポートします。 

・ 医薬品は備蓄倉庫に備蓄しており、区職員と協力して、診療スペース、医薬品、

医療機器等を準備します。 

 

ウ 感染症の疑いがある方への対応 

・ 感染症の疑いがある方については、他の避難者と居住スペースを区別するため、

専用スペースを確保し、誘導します。 

・ 医療救護所の医師等に、感染症の疑いがある方がいることを報告し、健康観察や

衛生環境の維持等、必要な対応に努めます。 

 

エ 避難者の健康管理体制の確保 

① 日常的な健康管理体制 

・ 毎日、「体調チェック表」で避難者の健康状態を把握し、体調不良者は医療救護

所等で対応します。 

・ 区では、保健活動班で編成する巡回チーム（保健師、管理栄養士等）の巡回・

派遣体制を確保するとともに、人工透析（慢性腎不全）やインスリン（糖尿

病）など、治療の維持が欠かせない病気の方や、継続的な服薬が必要な方につ

いては、医療機関への受診を促すほか、保健師等の巡回相談を活用し、必要な

治療・服薬の継続につなげます。 

 

② メンタルヘルスケア 

・ 避難者の精神の安定や精神疾患に対応するため、巡回精神相談チームを受け入

れ、連携して被災者のストレスチェックやメンタルヘルスケアを実施します。 

・ 早期の対応が望ましい避難者を把握するため、避難所運営スタッフから情報を

収集し、対象者が早期に相談・診療を受けられるようサポートします。 

・ 巡回精神相談チームは、相談診療の結果を記録してカルテを作成します。巡回

精神相談チームが作成したカルテは、適切に管理します。 
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・ 避難所運営に関わる避難所運営本部員や施設管理者、区職員、ボランティアに

対するメンタルヘルスケアを行うとともに、過重な作業による心の負担が軽減

するよう、日常的なミーティングや個別相談の機会を設けます。 

 

③ 健康的な生活習慣の確保 

・ 定期的な運動やコミュニケーションスペースでの会話を促し、避難者の健康的

な生活習慣の確保に努めます。 

・ 正しい口腔ケアの周知、指導を実施します。 

 

④ 暑さ・寒さ対策 

・ 可能な限り、良好な生活環境を整備するため、発災時の状況に応じた避暑・防

寒対策を進める必要があります。 

・ 避難所の暑さ・寒さ対策に必要な冷暖房器具の確保や、避難所の換気、採光量

の調節など、状況に応じて対策を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【避難所運営協議会で平常時に確認すべきポイント】 

⑴ 医療救護所の設置場所（保健室）や物資の保管状況、運営の流れを確認して

おきましょう。 

⑵ 感染症対策や暑さ・寒さ対策に必要な備蓄物資を確認し、対応を検討してお

きましょう。 

⑶ 過重な作業による心の負担にならないよう、作業を分担できる体制を話し合

っておきましょう。 
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（８）生活衛生の確保 

ア 洗濯場・洗濯干し場の確保 

・ 避難所生活が安定した頃には、洗濯や日干し・乾燥等、避難者自らが洗濯できる

環境を整えます。 

・ 設置に当たっては、家庭ごとに時間を決める、性別やLGBTQ等当事者など、個

人の事情に配慮した区分けにする、パーティションで区切るなどのルールをつく

り、避難者に周知します。 

・ 地域のコインランドリーの再開等、生活関連情報を周知し、利用を促します。 

 

イ 入浴機会の確保 

・ 備蓄している体拭きシートやドライシャンプーを活用して、身体の清潔を保持し

ます。 

・ 区による仮設シャワーの設置や、地域の入浴施設の再開等、生活関連情報を周知

し、利用を促します。 

・ 入浴に介助等が必要な場合は、ボランティア等の協力を依頼します。 

 

 

  【避難所運営協議会で平常時に確認すべきポイント】 

⑴ 洗濯場や物干し場の場所を検討しておきましょう。 

⑵ ドライシャンプー等、備蓄物資の状況を確認しておきましょう。 

⑶ 地域の入浴施設やコインランドリー等の場所を把握しておきましょう。 
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（９）物資の管理・配給 

ア 物資の管理サイクルの確立 

① 物資の確保 

・ 各避難所の備蓄倉庫には、避難所の開設当初から必要となる物資・食料を保管

するとともに、区内の拠点倉庫にも物資・食料を分散して備蓄しています。 

・ 発災後３日間は、各避難所や区内拠点倉庫の備蓄物資を活用するとともに、国や

都等が、区の要請を待たずに、必要と見込まれる物資を輸送する「プッシュ型」

で物資が届くことも想定し、受入れ体制を確保します。 

・ また、発災後、概ね４日目以降に、区からの要請に基づき、国や都が物資を輸送

する「プル型」に移行した後は、災害対策本部に対して必要な物資を要請します。 

・ 避難所から要請を受けた災害対策本部は、備蓄物資や自ら調達した物資を避難所

に輸送するとともに、備蓄物資では不足する場合等は、都に対して支援を要請し

ます。 

 

② 物資の保管場所の確保 

・ 避難所内で、輸送車の搬入ルートや物資の積み下ろし場所、物資の保管場所を

確保します。 

・ 食品は、直射日光が当たらず、ごみ集積所やトイレに近接しない場所に保存す

ることとし、やむを得ず、屋外などのテントで保管する場合は、ブルーシート

を敷くなど、直接地面に置かないようにします。 

・ 物資は、類似品目や必要頻度、使われ方等に分類して保管できるよう、場所を

確保します。 

 

③ 管理体制 

・ 備蓄物資の数量を把握し、食糧・物資の計画的な調達や配給ができるよう、「避

難所用品管理表」を作成し、物資の在庫状況を管理します。 

・ 備蓄物資（物品・食料）の受入れや払い出しの際に、必ず「避難所用品管理

表」に記入して、常に現状を把握しつつ、避難者数や配給予定物資数等を、避

難所内の各班で共有し、需要数・不足数を管理します。 

・ 女性用品（生理用品、下着など）の管理は女性が行います。 

・ 使用前に消費期限や異臭の有無、容器の破損等をチェックします。 

・ 冬期にはストーブ等の暖房機器、夏期には扇風機等の確保、冷暖房空調設備の

早期復旧等、避難者の健康維持にかかわる設備器材の手配をします。 

・ 不足する物資の品目・数量等は、災害情報システム等により災害対策本部に要

請します。 

 

④ 物資配給の基本的な流れ 

・ 物資や食料の配給場所は、原則、在宅避難者も集まりやすい屋外に設置し、物

資の搬出入口からの距離も踏まえ、設置します。 

・ 支給する品目を避難者に案内し、町会・自治会やグループごとに支給場所と時

間を定め、配給票を配布して支給するなど、混乱の防止に努めます。 
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（例）①食糧、飲料水等の配給票 ②生活必需品等の配給票 ③その他の配給 

・ 衣類等、サイズの違いがあるものは、大小等に区別するなど配慮します。 

・ 女性用品（生理用品、下着など）は、女性が配布するほか、女性専用スペース

（更衣室等）や女性トイレ、LGBTQ 等当事者にも配慮して、各個室スペースに

常備しておくなど、配布方法に配慮します。 

・ 支給した実数を記録し、在庫を常に掌握することで、在庫管理を行います。 

・ 避難者受付カードで、支援の必要性を把握している避難所外避難者（在宅避難

者等）には、日時を指定し、定期的に避難所で物資を配付します。 

・ 避難所外避難者（在宅避難者等）への食糧、物資等の支給は、避難所運営関係

者の負担を軽減するため、避難者やボランティア等の協力を得て行います。 

・ なお、感染症流行時には、感染症対策を徹底し、以下のことに留意する。 

● 物品・食料を配給する際の感染症対策 

⑴ 物品や食事の配給時は直接手渡しせず、消毒した机等に一度置くこと

で接触を避ける。 

⑵ 机を拭いて消毒する際は、汚れの少ないところから多いところへ一方

向に拭き、ウイルスを広げないようにする。 

⑶ 列に並ぶ際は、密集しないよう、２m 程度の間隔をあける。 

⑷ 飛沫感染を防ぐため、食事は、各自の滞在スペースで取るよう呼びか

ける。 

⑸ 体調不良者が残した食事は、他の残食と分けて廃棄する。 

 

イ 飲料水・生活用水の確保 

① 飲料水の確保 

・ 災害時の応急給水は、まずは、各避難所の受水槽等の水のほか、備蓄している

飲料水を使用します。 

・ 避難所開設に当たっては、受水槽の給水バルブと揚水バルブを止め、受水槽に

設置している蛇口から飲料水を確保するとともに、原則、受水槽付近に給水場

所を設置し、給水袋へ飲料水を補給した上で避難者へ供給します。 

・ 避難生活の長期化などにより、各避難所での給水が不足する場合は、応急給水

栓や、近隣の「災害時給水ステーション」を使用します。 

● 災害時給水ステーション（区内及び近隣施設） 

⑴ 本郷給水所（文京区本郷 2-7-29） 

⑵ 教育の森公園内応急給水槽（文京区大塚３‐２９） 

⑶ 鶴巻南公園内応急給水槽（新宿区早稲田鶴巻町５０７） 

⑷ 上野恩賜公園内応急給水槽（台東区上野公園８‐５１） 

⑸ 滝野川公園（北区西ヶ原２‐１） 

 

② 生活用水 

・ プールや受水槽の水など、施設内にある水を確保します。 

・ その他、公園等、近隣の公共施設にある貯水槽や井戸のほか、防災協定井戸を

活用して、生活用水の確保に努めます。 
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③ その他  

・ 施設内に児童・生徒等がいる場合もあるため、水の使用に当たっては、施設管

理者と十分に協議して、対応を検討します。 

・ 必要に応じて、水の制限利用やろ過機の使用により、水の確保に努めます。 

 

ウ 食料の配給 

① 配布する分量の目安 

・ 各避難所への備蓄状況を踏まえ、配付する食料の一日分の分量の目安は、以下

のとおりです。 

○ わかめごはん、リゾット、クラッカー等により、一日に 3 食分配布しま

す。その他に、補食としておこげスナック、乳幼児、高齢者、病弱者用と

して お粥が備蓄されており、状況に応じて配布します。 

○ 乳幼児用粉ミルクは、乳児１人１日 150g を目安とします。 

○ 水のペットボトルは、乳児粉ミルク用（1.5ℓ）、飲料水用（500 ㎖）が備

蓄されており、状況に応じて配布します。 

・ 発災２日目以降は、区内の拠点倉庫の備蓄食料や、都の備蓄や支援物資等を活用

します。 

・ 発災４日目以降は、国・都及び協定団体等からの支援物資を活用します。 

 

② 食料配給の留意事項 

・ 調理の際は、こまめな手洗いや手指消毒を行うほか、衛生手袋を着用します。 

・ 食料はできるだけ加熱することとし、加熱しないものや調理するものは、衛生

面に十分注意します。 

・ 食料は作り置き・取り置きせず、できるだけ早く（２時間以内）に食べるよう

にします。 

・ アレルギーや宗教上の理由等による食事制限等について、本人に確認します。 

・ 高齢者等の状態に応じた温かい食事ややわらかい食事のほか、乳幼児には粉ミ

ルクや哺乳瓶、疾病等による内部機能障害のある方には、疾病に応じた食事な

ど、それぞれの事情等に配慮した食料の提供について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【避難所運営協議会で平常時に確認すべきポイント】 

⑴ 備蓄倉庫の場所や備蓄物資の状況を確認しておきましょう。 

⑵ 受水槽や給水ステーション、防災協定井戸の場所を確認しておきましょう。 

⑶ 食料・物資の配給場所のほか、輸送車の搬入ルートや物資の荷捌き場所、保

管場所等を検討しておきましょう。 

⑷ 訓練等で、物資の管理・配給方法や、飲料水等の確保について、確認してお

きましょう。 
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（10）連絡・通信手段の確立 

ア 災害時特設公衆電話 

・ 災害時特設公衆電話を設置し、一般電話回線が復旧するまでの間、避難者が家族

の安否確認等を行うために使用します。 

・ 避難者に対して、電話のかけ方や災害用伝言ダイヤルを周知し、ルールを守って

利用するよう呼びかけます。（災害用伝言ダイヤルはスマートフォン等でも使用

可能） 

 

イ 防災行政無線・災害情報システム用タブレット端末 

・ 防災行政無線や災害情報システム用のタブレット端末は、避難所に参集した区職員

が、主に災害対策本部との連絡手段として使用し、避難所の開設状況や避難者数、

物資の要請等を行います。 

・ 防災行政無線は、他の通信手段が利用できない場合等に、区職員のみが使用するも

のですが、避難所に区職員が到着するまでは、災害用特設公衆電話等を活用します。 

 

ウ 無料公衆無線 LAN 

・ 平常時からサービスを提供している無料公衆無線 LAN「Bunkyo_Free_Wi-Fi」

は、災害発生時には、交通機関の運行情報や家族等の安否確認情報を取得するた

めの情報通信インフラとして、利用登録や接続時間の制限なくご利用できます。 

・ SSID は、災害用統一 SSID「00000JAPAN」（ファイブゼロジャパン）で、利

用時のユーザー登録は不要です。 

・ 避難所では、備蓄されている災害用 Wi-Fi キットにより Wi-Fi 接続が可能です

が、同時接続可能数に限りがあるため、主に避難所運営業務を優先して使用しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【避難所運営協議会で平常時に確認すべきポイント】 

⑴ 災害時特設公衆電話の保管場所や設置場所・設置方法を確認しておきましょ

う。 

⑵ 訓練等で、訓練参加者に対して、災害時特設公衆電話のかけ方や災害用伝言ダ

イヤルの周知に努めましょう。 
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４ 避難所の縮小・閉鎖に関する対応方針 

避難所開設後、ライフラインの復旧や避難者数の減少により、災害対策本部は避難所の

縮小や閉鎖を検討するとともに、学校における教育活動の再開など、施設の活動再開に向

けた準備が進められます。そのため、避難所としての施設利用等、施設管理者と避難所の

縮小・閉鎖に向けた協議・調整を行うとともに、避難者に対する丁寧な対応が必要となり

ます。 

 

（１）避難所の縮小 

ア 自主運営への移行 

・ 避難者数の減少やライフラインの復旧状況に合わせ、概ね、発災後１週間を目途

に、区職員及び施設管理者は通常業務、復興対策業務、学校教育の再開等に着手

するため、その後は、避難者を中心とした自主運営へ段階的に移行します。 

・ また、災害対策本部は、避難所の医療救護所や各種相談所等の規模を縮小し、他

の区有施設等へ機能の集約等を検討します。 

・ 避難所運営本部は、避難所の縮小に伴い、避難者による自主運営に組織を再編す

るための引継ぎや支援を行います。 

 

イ 段階的な避難所の縮小 

・ 学校では、応急教育計画に基づき、教育活動の再開に向けた準備を進めていくた

め、避難所の縮小にあたっては、施設管理者（学校長等）と必要なスペース等を

協議し、応急教育に必要な諸室から段階的に、避難所としての利用スペースの縮

小に努めます。 

・ 避難所としての利用を縮小した場所は、関係者以外は立ち入り禁止とします。 

・ 避難所としては、原則、普通教室から利用を縮小し、まとまった居住スペースを

確保できる体育館や特別教室等に避難者を集約する等、対応を検討します。 

 

（２）避難所の閉鎖 

・ 災害対策本部は、避難者数の減少や教育活動の再開、周辺ライフライン機能の回復

による避難所開設の必要性の有無などを考慮して、避難所の統廃合や閉鎖の目途を

検討のうえ、閉鎖予定日を決定します。 

・ 避難者に対して、丁寧に説明して合意形成を図り、閉鎖予定日までに必要な準備を

進めるよう周知します。 

・ 避難所閉鎖が決定された時点で、避難者が残っている場合は、被災状況等を踏ま

え、災害対策本部の指示により、地域活動センター等、一時的な避難所への移動支

援を行います。 

・ 避難所の閉鎖後は、避難所運営に関する記録や台帳等を、災害対策本部に引継ぐと

ともに、使用した施設を元に戻し、清掃をしたうえで撤収します。 
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5 避難所の管理・運営体制の確立 

（１）避難所運営協議会の設置 

ア 組織・役割 

・ 区では、震災時における避難所の円滑な運営・管理を進め、地域住民等による自主

的な避難所の管理・運営体制を確立するため、全ての避難所に避難所運営協議会を

設置しています。 

・ 避難所運営協議会は、区民防災組織（町会・自治会）役員のほか、民生委員・児童

委員や施設管理者（学校長・副校長）、ＰＴＡ役員、防災士、区職員等により構成

し、避難所の運営・管理体制の検討や、震災時における避難所の運営等を担います。 

・ また、区民防災組織（町会・自治会）役員から会長（副会長）を選出し、会長は、

協議会を代表して会務を総理するとともに、避難所開設時には、災害対策本部の管

理・責任の下で、避難所の開設・運営を統括します。 

 

イ 防災士の活動 

・ 防災士とは、社会の様々な場で、「自助」「共助」を原則とした防災力の向上が求

められる中、そのための十分な意識と一定の知識・技能を修得したことを、認定特

定非営利活動法人日本防災士機構が認証した人のことです。 

・ 防災士は、家庭・職場・地域の様々な場で、多様な活躍が期待され、以下のような

役割が求められています。 

● 防災士の主な役割 

① 災害時、公的支援が到着するまでの被害の拡大の軽減 

② 災害発生後の被災者支援の活動 

③ 平常時の防災意識の啓発、自助・共助活動の訓練企画・実施 

 

・ 区では、平常時からの地域の防災活動や災害時の避難所運営において、避難所運

営協議会会長を補佐し、その活動の中心的な役割を担うことを期待して、避難所

運営協議会会長から推薦された方等を対象に、防災士の資格取得費用を助成する

とともに、広く区内の防災士に対し、スキルアップ研修を行うなど、防災士の育

成や活動支援を行っています。 

・ 防災士は民間資格であり、資格取得により特定の権利が得られる、もしくは行動

が義務づけられることはありませんが、防災士に対する社会的評価と期待の高ま

りを背景に、志や使命感を持って、各避難所のルールづくりや訓練計画の検討等

に取り組んでいただきます。 

 

ウ 避難所運営における女性等の参画 

・ 女性等のニーズに配慮した避難所運営を行うため、避難所運営協議会への女性の

参加や女性の防災士資格取得を促進する等、意思決定の場への女性等の参画を推

進し、避難所運営協議会メンバーの４割以上は女性となるよう努めます。 
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（２）平常時における避難所運営協議会の活動 

ア 大規模災害に備えて 

・ 避難所運営協議会は、災害時において避難所を円滑に開設・運営するための組織

であり、平常時から、避難所の運営について話し合い、訓練を実施することで地

域防災力を図ります。 

・ 避難所での生活は、とても困難な状況になることが想定され、避難所の開設・運

営を的確に進めていくためには、あらかじめ、ルールを検討し、訓練等の機会を

通じて確認しておくよう努めます。 

 

イ 避難所運営会議の開催 

・ 避難所運営協議会のメンバーが、定期的に避難所運営会議を開催し、避難所の施

設管理計画や導線計画等、あらかじめ検討や把握しておく必要がある事項につい

て協議します。 

 

ウ 「避難所基本情報シート」の作成 

・ 避難所運営協議会が、避難所の開設・運営のルール等を検討するにあたり、まず

は、各避難所の基本情報や施設利用計画等を、各避難所の「避難所基本情報シー

ト」にまとめます。 

・ 「避難所基本情報シート」では、各避難所の対象町会や想定避難者数、周辺の災

害関連施設、備蓄物資等の基本情報に加え、避難所として必要となる施設の利用

計画等を示していきます。 

・ 「避難所基本情報シート」をまとめることで、各避難所運営協議会が目指す避難

所の全体像を整理するとともに、避難所運営の課題を共有し、個別のマニュアル

づくりや、避難所開設・運営訓練の基礎資料として活用します。 

 

エ 避難所運営・管理マニュアルの作成 

・ 本ガイドラインの第３編では、避難所の開設・運営の手順を示しており、避難所

運営の標準的なマニュアルとなっています。 

・ また、各避難所の実情に応じた独自ルール等を追記することで、「簡易的な避難所

運営・管理マニュアル」として活用していきます。 

・ 避難所運営協議会では、本ガイドラインの「避難所基本情報シート」や行動手順

をもとに、避難所開設・運用訓練などを行い、本ガイドラインに示した行動を実

践することで、施設利用計画の修正や独自の行動手順の見直し等を行います。 

・ さらに、本ガイドラインにとどまらず、各避難所の独自マニュアルは、各施設に

おける運営・設備・備蓄品等の状況に応じて作成することができ、設備の点検・

使用方法や、部屋割り・区割り、生活上の留意点などを具体的に示せる点で意義

があり、区民が主体となって避難所運営を行うという点からも、避難所ごとのマ

ニュアル作成にも努めていきます。 

● マニュアル作成のチェックポイント 

① マニュアル作成までのスケジュールを決定する 

 ② 避難所の開設・運営における課題の洗い出し 
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（鍵の場所、避難者導線、防災備蓄倉庫や体育館等の現地確認） 

③ マニュアル作成への女性の参画 

 

オ 避難所開設・運営訓練の実施 

・ 避難所運営協議会では、本ガイドラインに示した行動手順等をもとに、避難所開

設・運用訓練の実施に努めます。 

・ 避難所運営協議会が独自で行う訓練のほか、区が実施する「避難所総合訓練」の

機会を捉えて、実際の行動で気付いた点や課題等を話し合い、必要に応じた修正

を加えてながら、マニュアル等を更新していきます。 

● 避難所に関する訓練の例 

① 避難所開設訓練（避難所開設キットを用いた初動訓練） 

② 避難者の受付・誘導訓練 

③ 物資活用訓練（備蓄資機材の把握、組み立て、炊き出し） 

④ 救護訓練（応急手当や介護等の研修） 

⑤ 施設導線の確認（出入口の鍵のチェック） 

⑥ 防災啓発（非常食の配付・在宅避難の啓発） 
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第３編 各避難所の管理・運営マニュアル 

 避難所を開設した場合、各避難所に避難所運営本部を設置し、避難所運営協議会や区

職員等が役割を分担しながら、避難者援護や環境整備に取り組みます。本編は、避難所

運営協議会による主体的な避難所運営が行えるよう、開設・運営に関する具体的な行動

や手順を示した、標準的なマニュアルとなります。 

 さらに、各避難所の実情に応じて、独自のルール等を追記することで、各避難所の運

営マニュアルの作成にも活用できます。 

 

１ 避難所運営の流れ 

（１）時系列シフト 

・ 災害発生後、時間の経過により、役割等が大きく変化する時期を「時系列シフト」

として４つに分類しています。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）時系列シフトに沿った避難所運営の流れ 

ア 発災期～中期（災害発生から１週間程度） 

・ 区職員、施設管理者、地域住民（避難所運営協議会委員）を中心として、避難者

などのメンバーで運営します。 

・ ５つの担当（班）を編成し、班の責任者（班長）を選出します。 

・ 居住スペースを町会・自治会等の単位で区分けした後、その区分けごとに、避難

者から代表者を選出します。 

 

イ 後期（災害発生後、１週間以降） 

・ 避難者を中心として、ボランティアなどのメンバーによる自主運営に段階的に移

行します。 

・ 状況に応じて、避難所の整理・統合を行うとともに、避難所運営本部を再編成し

ます。 

 

ウ 後期以降（周辺ライフライン機能が復旧し、避難所生活の必要性がなくなる時期） 

・ 避難所の縮小・閉鎖について、避難者との合意形成を行います。 

・ 避難所の運営に関する記録や使用した台帳等を整理し、災害対策本部に引継ぐな

ど、適切に残務整理を行います。 

 

 

時系列シフト 時期 

発災期 災害発生直後から３時間 

初動期 ３時間から72時間 

中期 72時間から１週間 

後期 １週間以降 
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● 避難所の開設から運営までの流れ （概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主運営へスライド移行 

大規模災害発生 

住民避難開始 

避難所へ参集 

（区職員・施設管理者・地域住民（避難所運営協議会委員）） 

救援物資の要請・受入 

避難所閉鎖 

避難者を敷地内（校庭等）へ誘導 （共通項目） 

備蓄物資・食料等の配布 

避難所運営本部の設置 

災害対策本部より開設の決定連絡（区長が決定） 

 

災害対策本部へ連絡（状況報告） 

 

避難所(施設内)の安全点検・ライフライン・通信手段の確認 

 

区災害対策本部へ報告（随時） 

避難行動要支援者の安否確認・負傷者の対応 

避難スペースの設定 

(居住スペース、立入禁止場所の明示) 

避難者の受入、避難者名簿作成 

 

避難者を他の 

避難所へ誘導 

開設しない場合 開設する場合 



 

45 

２ 避難所への参集 

ﾁｪｯｸ  

  【震度５弱以上の場合】 区職員は、避難所に参集する 

 
 

 

  【震度５強以上の場合】 地域住民（避難所運営協議会委員）は、避難所に参

集する 

 
 

 

  施設を開錠する （区職員・町会長等） 

 

 
【My 避難所ルール】 

◎参集する場所 ：                              

 

◎鍵を持っている人 ：                            

 

◎鍵を開ける箇所 ：                             

 

 

３ 避難所の開設手順 

（１）避難所開設キットの準備 

ﾁｪｯｸ  

  「避難所開設キット」を取り出す 

 

 

【My避難所ルール】 

 

◎避難所開設キット保管場所 ：                         

 

◎保管場所の鍵 ：                              
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（２）避難所の開設 （はじめにやること） 

ア 開設にあたっての確認事項等 
ﾁｪｯｸ  

  まずは深呼吸 

 
 

 

  人数が集まるまで待機する 

 

 
・ ５～６人集まるまで待つ 

 

  リーダー・サブリーダーを決定する 

 

 
・ リーダー ： 開設キットの手順書を声に出して読み、手順を実行する人へ手順書を

渡して指示する 

・ サブリーダー ： リーダーをサポートする 

・ 指示を出すリーダーとサブリーダーは、その場を動かない 

 

  火災を確認する 

 

 
・ 焦げた臭いや煙を確認した時は、施設内や周辺地域を確認する 

・ 火災が迫ってきている場合は緊急避難場所に避難する 

 

  進捗状況を確認する （サブリーダー） 

 

 
・ 「全体行動確認表」で、各手順の進捗状況をチェックする 

 

  指示を受けた人は、作業終了をリーダーに報告する 

 
 

 

 

イ 備品を取りに行く 
ﾁｪｯｸ  

  備蓄倉庫から必要なものを取り出す 

 

 
□ 初動対応に必要な資機材（青いボックス） 

□ 図面・周辺地図など（黒いボックス） 

□ ゼッケン 

□ ヘルメット 

□ 感染症対策用品（マスク・手袋・アルコール消毒液・フェイスシールド） 

 

 

 

【My避難所ルール】 

◎備蓄倉庫の場所 ：                             

 

◎備蓄倉庫の鍵 ：                              
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ウ 災害対策本部への連絡 【区職員の役割】 
ﾁｪｯｸ  

  災害対策本部に、区職員の到着を連絡する 

 

 
・ 区職員の到着を待って行う 

・ 災害情報システム用タブレット端末（備蓄倉庫）で報告する 

・ インターネットが使用できない場合は、防災行政無線（職員室）により報告する 

 

 

エ 掲示物の張り出し 
ﾁｪｯｸ  

  避難者を誘導する掲示物を貼る 

 

 
・ 掲示物 

① 避難者の待機 （施設内の安全確認が終わるまで、施設への侵入不可） 

② 避難者への協力 

③ 帰宅困難者への周知 

④ 帰宅困難者施設一覧 

・ 掲示場所 

① グラウンド入口側の門付近 

② 校舎入口側の門付近 

 

 

オ 避難者の待機・誘導 
ﾁｪｯｸ  

  避難者を一時待機場所（グラウンド等）まで誘導する 

 

 
・ 正門や裏門に一時待機場所（グラウンド等）までの案内を掲示する 

・ 避難者に避難所開設のサポートを呼びかける 

 

 

 

【My避難所ルール】 

◎避難者の一時待機場所 ：                          
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カ 施設内のライフラインの確認 
ﾁｪｯｸ  

  施設内の安全点検を行う 

 

 
・ ２～３班（各班２人以上）で、点検個所を分担する 

・ ヘルメットや軍手を装着し、必要に応じて、立ち入り禁止テープ等を活用する 
 

  ライフライン（電気・ガス）を確認する 

 

 
 

No 確認事項 チェック欄 備考 

１ 

ガスの匂いがするか？ 

 

マイコンメーターの表示

ランプが赤く点滅してい

るか？ 

□する     □しない 

 

 

□している  □していない 

点滅していな

い場合は区職

員に報告 

２ 電気はつくか？ 

【廊下】 

□つく  □つかない 

 

【教室】 

□つく  □つかない 

【体育館】 

□つく  □つかない 

３ 通信機器はつながるか？ 

【電話】 

□つながる  □つながらない 

【ＦＡＸ】 

□つながる  □つながらない 

【インターネット】 

□つながる  □つながらない 

施設管理者が

いれば、確認

を依頼 

  

 

キ 受水槽の確認 
ﾁｪｯｸ  

  受水槽の確認・飲料水を確保する 

 

 
• 給水バルブと揚水ポンプを止め、避難者の飲料水を確保する 

 

 

 

【My避難所ルール】 

◎受水槽の場所 ：                              

 

 

ク 災害対策本部への連絡 【区職員の役割】 
ﾁｪｯｸ  

  災害対策本部に、施設の安全点検結果を報告 

 

 
・ 災害情報システム用タブレット端末（備蓄倉庫）で報告する 

・ インターネットが使用できない場合は、防災行政無線（職員室）により報告する 
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ケ 土足禁止スペースの特定 
ﾁｪｯｸ  

  土足禁止スペースを決め、周知する 

 

 
・ 居住スペースは、衛生管理を徹底するために全て土足禁止とし、その旨を掲示する 

 

 

コ 施設内のトイレの使用可否の確認 
ﾁｪｯｸ  

  既設トイレの使用を一時中止し、トイレの水洗用水道を止水する 
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サ 本部及び班編成（開設判断が下りた場合、または開設判断を待つ間に実施） 
ﾁｪｯｸ  

  「運営本部班」を決める 

 

 
・ 避難所運営協議会正副会長、民生委員・児童委員、PTA 役員、防災士、施設管理

者、区職員（チーフ）等で構成 

 

  各班のメンバーを決める 

 

  

班 事務分掌 業務内容（例示） 

運営本部班 

 

○避難所運営の調整 

○災害対策本部等との連

絡調整（区職員） 

○施設利用計画の策定 

○避難所運営会議の開催 

○避難所ルールの策定 

総務情報班 ○情報の収集、提供 

○避難者の受付・誘導 

○避難者名簿の整理、管理 

○掲示板の設置 

避難者援護班 

○避難所開設後の施設内

の安全点検の実施 

○避難者の生活支援 

○ボランティア等との連

携 

○要配慮者支援 

○防犯・防火対策 

給食物資班 ○生活物資の管理・配給 

○備蓄物資の管理、支給 

○飲料水の配給、確保 

○炊き出し 

救護衛生班 

○避難者の救護 

○医療救護所への協力 

○清掃・衛生管理に関する

支援 

○医療救護所への協力 

○仮設トイレの確保、設置 

○トイレ、ごみ集積場等の清掃、衛

生管理 

 
 

  各班の班長を決める 

 

 
・ 各班長はそれぞれのゼッケンとケースを受け取り、避難所開設キットの各班の手順書

に従い、行動を開始する 

 

  女性がリーダーシップを発揮しやすい体制を確立する 

 

 
・ 各班のリーダー等は、男女のバランスに十分考慮する 
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４ 避難所運営の手順 （各班の行動手順） 

（１）避難所運営本部の班編成 

避難所には避難所運営本部を設置するととも、編成した班ごとに役割を分担しなが

ら、避難所運営を行います。ここでは、避難所運営に関する各班の行動手順を示してい

ます。 

 

【避難所運営本部の組織図（例）】 
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（２）運営本部班の行動手順 

 
ﾁｪｯｸ  

  運営本部室の場所を決定し、施設平面図などの必要なものを準備する 

 
 ・ 事前に計画した「避難所基本情報シート」等がある場合は準備する 

 

  施設の利用計画（施設利用図）を検討する 

 

 
・ 施設の利用計画が決定したら各班に伝達し、設営を開始する 

医療救護所（保健室等） → 救護衛生班 

発熱や感染症の専用スペース → 総務情報班 

要配慮者専用スペース → 避難者援護班 

ペットの飼育スペース → 救護衛生班 

食料・水の配給場所、炊き出し場所 → 給食物資班 

ごみ集積場所 → 給食物資班 

帰宅困難者専用スペース → 避難者援護班 

施設機能維持スペース → 掲示等により避難者へ周知 

立入禁止区域 → 掲示等により避難者へ周知 など 

 

  その他、必要なスペースを決定する 

 
 
・ 施設利用計画は、事前に検討し、「避難所基本シート」を作成しておく 

 

 

 

 
ﾁｪｯｸ  

  避難所運営本部ルールを定める 

 

 
（主なルール） 

本部会議の開催時間、食料・物資の配給時間、消灯・起床時間、体調（体温）チェック

時間 等 

 

※ 避難所開設キット No.4「避難所生活のルール規程」（運営本部班）を参照 

  避難所運営本部のルールを掲示する 

  
 

  

運 営 本 部 班 
No.１ 

発災期 

（開設時～随時） 

 施設の利用計画策定 
橙 

運 営 本 部 班 
No.２ 

発災期～ 

（開設時～随時） 
避難所生活のルール規定・周知 

 

橙 
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ﾁｪｯｸ  

  運営本部班と各班のメンバーで、定期的に会議を開催する 

 

 
• 施設等の利用計画や、各班の対応状況を確認する 

• 総合受付や居住スペースの設置準備が完了している場合は、避難者の受入れを開始す

る 

 

  必要物品、資機材を把握する 

 

 
• 避難所の備蓄物品で使用可能なものを把握する 

• 避難者数のほか、性別や年齢、特定のニーズ等を踏まえ、必要に応じて、不足物資を

区に要請する 

 

 

 

 

 

 

 
ﾁｪｯｸ  

  施設状況報告書を作成する 

 
 

• 避難所運営の日次業務として、日報を作成する 

 

  避難者のニーズを把握し、対応を検討する 

 
 

• 相談窓口や意見箱等から、ニーズを把握する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運 営 本 部 班 
No.３ 

発災期～ 

（開設時～随時） 
避難所運営本部会議の実施 

 

橙 

運 営 本 部 班 
No.４ 

避難所の運営サイクルの確立 
橙 

発災期～ 

（開設時～随時） 



 

54 
 

 
ﾁｪｯｸ  

  避難所運営要員の不足数等を把握する 

  
各班から必要技能や不足している人数等を確認して取りまとめる 

  災害対策本部に報告し、ボランティアを要請する 

 

 
・ 区職員を通じて、ボランティアの派遣について災害対策本部に要請する 

・ 避難者からボランティアを募ることも検討する 

 
  

災害対策本部の決定に基づきボランティアの受け入れを行う 

 

 
・ 医療・保健・福祉ボランティアについても、受入れ体制を検討する 

・ 支援内容を専門支援者名簿に記載して、派遣されたボランティアを把握する 

・ ボランティアには、ゼッケンなどの目印をつけてもらう 

 

 

 

 

 
ﾁｪｯｸ  

  発災後１週間を目途に、避難所の状況を把握する 

 

 
・ 避難者数やライフラインの復旧状況 などを確認する 

 

  避難所内の区職員に情報を共有する 

  
・ 区職員を通じて、災害対策本部に情報共有する 

  
災害対策本部の決定に基づき、施設利用計画を変更（縮小）する 

 

 
・ 学校長などの施設管理者と協議する （応急教育計画を共有） 

・ 原則、普通教室から利用を縮小し、体育館や特別教室等に避難者を集約する等、対応

を検討する 

 
  

変更後の必要なスペースを確保し、避難者を誘導する 

  
 

  
以後、上記手順に基づき必要な対応を継続する 

 
 

 

 

運 営 本 部 班 
No.５ 

ボランティアの要請 
橙 

運 営 本 部 班 
No.６ 

避難所の縮小 
橙 後期 

中期～ 

（随時） 
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ﾁｪｯｸ  

  避難者の退所の見込みを把握する 

  
 

  避難者全員の退所の見込みが立った時点で、災害対策本部に連絡する 

  
 

  
災害対策本部の決定に基づき、避難者及び施設管理者へ情報提供する 

 

 
・ 閉鎖予定日 

・ 他の避難所の開設状況 

・ 退所に必要な準備・使用スペースの後片付け など 

 
  

退所者の移動支援する 

 

 
・ 災害対策本部の指示に基づき実施 

・ 地域活動センター等に開設される一時的な避難所への移動支援 

 
  

避難所の閉鎖する 

 
 

・ 破損した箇所や設備、他施設から借りた備品等について、本部に報告する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運 営 本 部 班 
No.７ 

避難所の閉鎖 
橙 

後期 



 

56 
 

（３）総務情報班の行動手順 

 
ﾁｪｯｸ  

  施設管理者から備品（長机、椅子など）を借用し、準備する 

 
 

・ 受付、記載台用 

 

  町会・自治会ごとに受付を設置する 

   

  受付資材を準備する 

 

 以下のものを備蓄倉庫から搬出 

・ 名札 

・ 受付票 

・ 事務用品 

 

※ 避難所開設キット No.１「総合受付準備」（総務情報班）を参照 

 

 
【My避難所ルール】 

◎総合受付の設置場所 ：                           

 

 

 

 

 
ﾁｪｯｸ  

  施設管理者から備品（長机、椅子など）を借用し、事前受付を設置する 

  ・ 事前受付は総合受付の手前に設置する 

 

  体調不良者専用受付を設置する 

  ・ 避難者援護班と連携して対応する 

 

 

 

 

 

総 務 情 報 班 
No.１ 

発災期 

（開設時） 
総合受付の準備 

 

白 

総 務 情 報 班 
No.２ 

発災期 

（開設時） 

感染症流行時の受付準備 

 

白 
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ﾁｪｯｸ  

  体調不良者・傷病者の専用スペースを準備する 

 
 

・ パーティションやエアマット、毛布等を準備する 

 

  体調不良者・傷病者の専用トイレを準備する 

 

 
・ 洋式トイレにトイレ袋を設置する 

・ 汚物を入れる集積袋を設置する 

・ トイレの使用方法等を周知する 

 

 

 
【My避難所ルール】 

◎体調不良者・傷病者の専用スペース ：                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 務 情 報 班 
No.３ 

発災期 

（開設時） 

体調不良者等の専用スペースの準備 

 

白 



 

58 
 

 
ﾁｪｯｸ  

  案内係を配置する 

  
 

  運営本部班に、受付準備の完了報告を行う 

  
 

  避難者の受付を開始する 

 

 
・ 代表者に受付票の記入を依頼し、提出してもらう 

・ 受付票の控えを名札に入れて配布する 

 
  

避難者受付カードを配布する 

 

 
・ 受付票の提出と引き換えに、避難者受付カードや避難所生活ルール、体調チェック表

を配布する 

・ 避難者受付カードは、受付後、状況が落ち着いたら、提出するよう周知する 

 
  

避難者を誘導する 

 
 

・ 案内係が居住スペースへ誘導する 

 
  

体調不良者・傷病者への対応を行う 

 
 

・ 案内係が専用スペースへ誘導する 

 
  

ペット同行避難者への対応を行う 

 

 
・ 救護衛生班に対応を引き継ぐ 

 

※ 救護衛生班の対応手順 No６「ペット同伴避難者への対応」を参照 
  

帰宅困難者の対応を行う 

 

 
・ 一般避難者とは別のスペースで、一時的に待機させる 

・ 近隣の帰宅困難者一時滞在施設が開設されたら、当該施設に誘導する 

 

  

総 務 情 報 班 
No.４ 

発災期 

（開設時～随時） 
避難者の受入れ 

 

白 



 

59 

 
ﾁｪｯｸ  

  避難所への避難を確認する 

 

 
・ 民生委員・児童委員・児童委員や町会・自治会等の支援者が、避難者受付カード等に

より確認する 

 

  避難所へ避難していない場合には以下のとおり対応する 

 

 
・ 支援者が安否確認者や本人に連絡し、主に、以下のことを確認する 

① 本人の負傷の有無や建物の状態 

② 避難所への避難の必要性（在宅避難が可能か） 

③ 救出・救護の必要性 

 

  救出・救護の要請があった場合には以下のとおり対応する 

 

 
・ ２人以上で避難誘導等を行い、対応が困難な場合は、地域活動センターや消防・警察

へ応援を要請する 

 

  区職員への情報共有する 

 
 

・ 要支援者の状況を、避難所の区職員に報告し、対応を引き継ぐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 務 情 報 班 
No.５ 

発災期 

（開設時～随時） 
避難行動要支援者の安否確認 

 

白 
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ﾁｪｯｸ  

  必要な物資を搬出し設営する 

 

 
・ 机・いす → 会議室等から搬出する 

・ 特設公衆電話 → 備蓄倉庫などから搬出する 

 

  特設公衆電話の設置する 

 

 
・ 昇降口や主事室等の電話機端子ボックスへ端子を接続する 

 

※ 避難所開設キット No４「災害時特設公衆電話の利用準備」（総務情報班）を参照 

  使用方法・ルールの周知する 

 

 
・ 電話の使用方法を周知する 

・ 運営本部班が決定したルール（使用時間等）を避難者に周知する 

 

 

 
【My避難所ルール】 

◎電話機器の保管場所 ：                          

 

◎電話機端子ボックスの場所 ：                       

 

 

 

 

 
ﾁｪｯｸ  

  災害用の通信機器を確保する 

 

 
・ 防災行政無線（区職員） … 職員室 

・ ラジオ、災害用 Wi-Fi キット… 備蓄倉庫 

 

  災害対策本部や、最寄りの警察署・消防署への連絡手段を確認する 

  
 

  
 

 

総 務 情 報 班 
No.６ 

災害時特設公衆電話の設置 
白 

総 務 情 報 班 
No.７ 

情報取得手段の確保 
白 

発災期 

（開設時） 

発災期 

（開設時） 



 

61 

 
ﾁｪｯｸ  

  停電時の充電手段を確保する 

 

 
・ 備蓄倉庫の発電機、蓄電池を使用する 

【使用例】 

発電機 → 投光器、炊き出し用レンジ（釜）、移動式かまど、人工呼吸器等の医療

器具の電源確保などに使用する 

蓄電池 → スマートフォン等の携帯機器の充電などに使用する 

           ※人命に関わる機器への使用を優先する 

 

 

 

 

 

 

 
ﾁｪｯｸ  

  避難者（受付）名簿の作成を実施する 

 

 
・ 提出された「避難者受付カード」を使用し、避難者集計表を作成する 

・ 避難者受付カード、避難者集計表は、厳重に管理する 

 
  

避難者台帳の作成を実施し、避難者の属性の把握を実施する 

 

 
・ 受付した避難者の情報をまとめる 

・ 避難行動要支援者名簿受領者がいる場合や事前に支援計画を立てている場合は、避難

者受付カードと突合しながら、必要な支援につなげる 

 

 

 
【My避難所ルール】 

◎受付票・避難者受付カード・避難者集計表等の保管先 ：             

 

  

総 務 情 報 班 
No.８ 

電源の確保 
白 

総 務 情 報 班 
No.９ 

初動期～ 

（随時） 
避難者集計表等の作成 

 

白 

発災期 

（開設時） 
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ﾁｪｯｸ  
  

入・退所のルールを周知する 

 

 
・ 運営本部班が決定した入・退所可能時間を避難者へ周知する 

・ 外泊者は、外泊場所や期間等を届け出るように周知する 

 
  

入・退所を管理する 

 

 
・ 避難者受付カードにて、入・退所（帰宅、他の避難所への移動）などを管理する 

・ 避難者数は、避難者集計表で適宜集計し、各班および災害対策本部に共有する 

 

 

 

 

 
ﾁｪｯｸ  

  安否確認の問い合わせを受けた場合 

 

 
・ 避難者集計表で情報の公開可否を確認する 

・ 情報公開可能な場合は、安否情報を伝える 

・ かかってきた電話は、直接避難者には取り次がず、避難者に伝言するか伝言板を活用

し、避難者から折り返し連絡するなど、状況に応じて対応する 

・ 情報が提供できない場合は、災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板の利用を促す 

 

  訪問者が来場した場合 

 

 
・ 原則として、避難者以外は居住スペースへの立ち入りは禁止とする 

・ 入口付近を面会場所とし、避難者との面会を案内する 

 

  避難所に取材依頼があった場合 

 

 
・ 許可のないマスコミの立ち入りは規制する 

・ 取材の対応方針は、災害対策本部で決定し、報道機関等に周知する旨を伝える 

・ 各避難所で個別に取材の要望を受けた場合は、災害対策本部に報告する。 

・ 災害対策本部の決定により取材を受けることとなった場合には、個別に対応する 

 

 

  

総 務 情 報 班 
No.１０ 

初動期～ 

（随時） 
入・退所の管理 

 

白 

総 務 情 報 班 
No.１１ 

初動期～ 

（随時） 

外部からの問い合わせ等への対応 
白 



 

63 

 
ﾁｪｯｸ  

  収集した情報を集約する 

 
 

・ 災害対策本部や各班等から収集した情報を集約する 

 

  集約した情報を整理・分類する 

 
 

・ 災害に関する情報、避難所の情報、行政（都・区） からのお知らせなどに分類する 

 

  避難所内に掲示板を設置し、情報を掲示する 

 
 

・ 在宅避難者にも、各種情報の提供を行う 

 

 

 
【My避難所ルール】 

◎掲示板の設置場所 ：                           

 

 

【設置イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 務 情 報 班 
No.１2 

初動期～ 

（随時） 
情報の集約・共有 

白 

災害情報 避難者の情報 行政（県・市・区）からのお知らせ 

・物資支援を開始しました。 

・給水予定をお知らせします。 
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ﾁｪｯｸ  

  専門家の身分を確認する 

 

 
・ 災害対策本部の要請により派遣される応援者（手話通訳者・巡回相談班・女性相談

員等）を受付で確認する 

 

  応援者名簿への記録する 

 
 

・ 業務ごとに作成し、団体名、氏名、職種、派遣期間、性別を記録する 

 

  災害対策本部へ報告する 

 
 

・ 応援者名簿を区職員と共有し、災害対策本部に報告する 

 

  

総 務 情 報 班 
No.１３ 

 中期～ 

（随時） 
応援者等の受け入れ 

白 
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（４）避難者援護班の行動手順 

 
ﾁｪｯｸ  

  備蓄倉庫から必要物資を搬出する 

 

 
・ パーティション、エアマット、毛布  など 

 

※ 避難所開設キット No１「居住スペースの設営」（避難者援護班）を参照 

  一般避難者の居住スペースを設営する 

 

 
・ 備蓄倉庫からパーティション、毛布、エアマット等を搬出し、居住スペースを運ぶ 

・ 世帯ごとの居住スペースを設定し、パーティション、毛布、エアマットなどを配布す

る 

※通路（130ｃｍ）を確保する 

※物資に限りがある場合は、優先順位を付けて配布する 

 

 

 

 

 
ﾁｪｯｸ  

  配慮が必要な方のための居住スペースを設営する 

 

 
・ 可能な限り１階の部屋で、保健室やバリアフリートイレに近い部屋などを優先する 

・ パーティションや段ボールベッド等を優先的に配布する 

 

  女性や LGBTQ 等当事者向けの更衣室を設営する 

 
 

・ プライバシーや安全面に配慮する。 

 

  妊産婦・乳児向けスペース（授乳室含む）を設営する 

 

 
・ 子どもが騒いでも気にならないような部屋を割り当てる 

・ トイレや水回りなどに出やすい場所を割り当てる 

・ パーティションや段ボールベッド等を優先的に配布する 

 

  

避 難 者 援 護 班 
No.１ 

発災期 

（開設時） 
一般避難者居住スペースの設営 

赤 

避 難 者 援 護 班 
No.２ 

発災期 

（開設時） 

配慮が必要な方等のスペースの設営 
赤 



 

66 
 

 
ﾁｪｯｸ  
  

滞在場所の案内、注意事項の説明を行う 

 

 ・ 原則、町会・自治会ごとにエリアをまとめ、世帯ごとにパーティションを設置する 

・ パーティションや段ボールベッド等が不足する場合は、優先順位をつけて配布する 

 

  避難者運営へ協力要請を行う 

 
 

・ 協力可能な業務や資格所有の有無を確認する 

 

  収容限度を超えた場合は以下のように対応する 

 
 

・ 区職員をつうじて災害対策本部に報告し、指示を仰ぐ 

 

 

 

 
ﾁｪｯｸ  

  避難者受付カードの内容を確認し、配慮が必要な方の情報を把握する 

  
 

  必要に応じて、対象者への聞き取りを行う 

  
 

  把握した情報を運営本部班などの必要な班に共有し、対応を検討する 

 

 
・ 高齢者・障害者 

… 車いすの介助、居住スペースの配慮（医療救護所やバリアフリートイレに近

い部屋を優先する等）、コミュニケーションツール（手話通訳アプリ、コミュニケ

ーションボード、アンブルボード（手書き電光掲示板）等）の使用、二次的な避

難所への移送など 

・ 妊産婦・乳幼児 … プライバシーの確保（授乳室、トイレ等）など 

・ LGBTQ 等当事者 … プライバシーの確保（更衣室、トイレ、仮設洗濯場等）など 

・ 外国人 … 生活文化の違いへの配慮（可能な限り、多様な言語やひらがな・カタカ

ナ等の分かりやすい言葉による情報提供を行う等）、コミュニケーションツール（通

訳アプリ、コミュニケーションボード等）の使用など 

 
  

避難所生活が長期化する場合は、定期的な見守り体制を構築する 

  
 

避 難 者 援 護 班 
No.３ 

発災期 

（開設時～随時） 

 避難者の収容 
赤 

避 難 者 援 護 班 
No.4 

初動期～ 

（随時） 
配慮が必要な方の把握・対応 

赤 



 

67 

 
ﾁｪｯｸ  
  

場所を確保し、相談窓口を設営する 

 
 

・ プライバシーを確保するため、個室やパーティション等を活用する 

 

  相談員を配置する 

 

 
・ 男女両方の相談員を配置する 

・ 当番制とし、一人に負担が偏らないようにする 

 

  メンタルヘルスや健康問題についての相談を受け付ける 

 
 
・ 救護衛生班に引き継ぎ、医師や専門家に対応を依頼する 

 

 

 
【My避難所ルール】 

◎相談窓口の設置場所 ：                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避 難 者 援 護 班 
No.５ 

初動期～ 

（随時） 
相談窓口の設置・運営 

赤 



 

68 
 

 
ﾁｪｯｸ  

  遺体安置スペースの開設決定を行う 

 

 
・ 亡くなった方がいる場合、遺体安置場所の開設を運営本部班で決定する 

・ 開設が決定した後、居室として使用していない、生活エリアから離れた静かな場所を

候補地として選定する 

・ 納体袋や棺、ドライアイス等の資器材手配 （区職員から災害対策本部へ要請） を行

う 

 

  遺体安置場所の開設準備を行う 

 

 
・ 部屋の整理、片づけを行う 

・ 外から室内が見えない措置（ブルーシートや暗幕、カーテン等を使用）を行う 

・ 手配した資機材の到着状況を確認する 

・ 開設準備完了後、運営本部班を通じて災害対策本部に報告する 

 

  開設、遺体の受け入れを行う 

  
 

  亡くなった方に家族がいる場合は以下のとおり対応する 

 

 
・ 警察へ連絡し、遺体の調査・検案を依頼する 

・ 検案後、遺族が火葬の準備を行い、手続が完了したら、遺族により避難所より出棺す

る 

 

  
亡くなった方が単身の場合は以下のとおり対応する 

 

 
・ 警察へ連絡し、遺体の調査・検案を依頼する 

・ 検案後、「身元不明遺体」若しくは「身元判明遺体（知人が避難所にいる）」となるた

め、遺体収容所に移送し、その施設で保管される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避 難 者 援 護 班 
No.６ 

初動期～ 

（随時） 
遺体安置スペースの設置 

赤 



 

69 

 
ﾁｪｯｸ  

  避難所開設後、定期的に危険な場所がないかを確認する 

   

  点検が終了したら、班長に報告する 

   

  

 

 

 

 

 

 
ﾁｪｯｸ  

  防犯活動体制を整備する 

 

 
・ 見守り当番を編成する（夜間も含む） 

・ 避難者へ防犯について周知し、協力を呼び掛ける 

・ 不審者情報を共有する 

 

  定期的な巡回を行う 

  
 

  被害に遭った場合は、警察にすぐに連絡する 

 
 

・ 避難所で事件・事故があった場合、警察に連絡し、対応を相談する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避 難 者 援 護 班 
No.７ 

初動期～ 

（随時） 
定期的な施設の安全点検 

赤 

避 難 者 援 護 班 
No.８ 

初動期～ 

（随時） 
防犯活動 

赤 
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ﾁｪｯｸ  

  防火担当責任者を決定する 

 
 

・ 避難者援護班の班長や施設の防火担当者 など 

 

  消防用設備等を確認する 

 
 

・ 消火器、避難器具等の設置位置や操作方法を確認する 

 

  避難経路を確保する 

 

 
・ 階段、通路等に火災の予防や避難に支障となる物を置かない 

・ 避難経路を避難者に周知する 

 

  避難者へ注意事項を周知する 

   

  火災発生時は、直ちに最寄りの緊急避難場所等に避難する 

   

避 難 者 援 護 班 
No.９ 

初動期～ 

（随時） 
防火対策 

赤 
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（５）給食物資班の行動手順 

 
ﾁｪｯｸ  

  給水場所を決定し周知する 
   

  備蓄倉庫から給水袋取り出す 

 
 
・ 10ℓ用を 10 袋程度 

 

  受水槽で水の補給を行う 

  
 

  
給水を実施する 

  
 

  
受水槽での給水が不足する場合は応急給水栓などを利用する 

 
 

・  応急給水栓や災害時給水ステーション、備蓄用ペットボトルなどを利用する 

 

 

 

 

 
ﾁｪｯｸ  

  生活用水を確保する 
  ・ プールの水や受水槽、防災井戸、応急給水栓など、施設にある水を使用する 

・ 不足する場合は、近隣の災害用防災井戸等を使用する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給 食 物 資 班 
No.１ 

飲料水の確保 
青 

給 食 物 資 班 
No.２ 

生活用水の確保 
青 

発災期 

（開設時～随時） 

発災期 

（開設時～随時） 
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ﾁｪｯｸ  

  備蓄倉庫から投光器や発電機等を搬出する 
   

  投光器や発電機等の設置する 

 
 

・ 受付、体育館、トイレ等に優先して設置する 

 

 

 

 

 

 
ﾁｪｯｸ  

  物資の点検を行う 
  ・ 避難所開設時点での物資の在庫数を確認する 

 

  避難所用品管理表を作成する 

 

 
・ 常に現状を把握しつつ、避難者数や配給予定物資数等を、避難所内の各班で共有し、

需要数・不足数を管理する 

 

  物品の保管場所を確保する 

 
 

・ 物資は、類似品目や必要頻度等に分類して保管できるよう、場所を確保する 

 
  

災害対策本部へ不足物資の要請（区職員）を行う 

 
 

・ 各避難所から、運営本部班をつうじて災害対策本部へ要請する 

 

 

 

 

 

 

 

給 食 物 資 班 
No.３ 

投光器の設置 
青 

給 食 物 資 班 
No.４ 

初動期～ 

（随時） 
物資の管理・保管 

青 

発災期 

（開設時） 
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ﾁｪｯｸ  

  救援物資の荷捌き場所を確保する 

  
 

  （臨時の）物資受入・仕分け要員を確保する 

  
 

  受入れ物資を分類・仕分けする 

  
 

  
受け入れ物資数を物品管理簿等に記録する 

  
 

 

 
【My避難所ルール】 

◎物資の荷捌き場所・保管場所 ：                     

 

 

 

 

 

 
ﾁｪｯｸ  

  炊き出し場所を決定する 

  
 

  備蓄倉庫から鍋、箸などの必要物資を搬出する 

  
 

  炊き出しを実施する 

 

 
・ 移動式かまどや炊き出し用レンジ（釜）を使用する 

・ 体調不良者による炊き出しは行わない 

 

 

 
【My避難所ルール】 

◎炊き出しの場所 ：                     

 

 

 

 

給 食 物 資 班 
No.５ 

初動期～ 

（随時） 

物資の受入れ 
青 

給 食 物 資 班 
No.６ 

初動期～ 

（随時） 

食料の炊き出し 
青 
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ﾁｪｯｸ  

  配給場所を決定・周知する 

  
 

  配給方法を決定する 

 

 
・ 町会・自治会ごとに配給時間を分ける 

・ 居住スペースごとにグループを分ける 

・ 在宅避難者へは日時を指定し、避難所で物資を配布する 

 
  

配給を実施する 

 

 
・ アレルギーの有無を配給時に確認する 

・ 体調不良者による配給は行わない 

 
  

配給物資数を物品管理簿等に記録する 

  
 

 

 
【My避難所ルール】 

◎物資の配給場所 ：                     

 

 

 

 

 
ﾁｪｯｸ  

  危険物を適正に取り扱う 

 
 

・ 十分なスペースを確保し、防火上安全な場所で使用する 

 
  

使用物資数を物品管理簿等に記録する 

  
 

  

給 食 物 資 班 
No.７ 

初動期～ 

（随時） 

配給 
青 

給 食 物 資 班 
No.８ 

初動期～ 

（随時） 
ガソリン・灯油などの管理 

青 
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（６）救護衛生班の行動手順 

 

※医療関係者が到着していない場合に可能な範囲で対応 
 

ﾁｪｯｸ  

  応急手当を行う 

 
 

・ 備蓄倉庫の青ボックス内の救急バックと救急テキストを参考にする 

 

  避難者への呼びかけを行う 

 
 

・ 避難者の中に医療有資格者がいる場合は協力を要請する 

 

  
重傷者は 119 番通報する 

  
 

 

 

 
ﾁｪｯｸ  

  医療救護所のレイアウトを検討する 

 

 
・ 医療従事者と相談のうえ検討する 

・ 主に以下のスペースを確保する 

〇治療の緊急度等に応じて処置や搬送の優先順位を決めるトリアージスペース 

〇傷病の程度ごとの診察・治療スペース 

  〇薬剤等処方スペース 

 

  
医療救護所の設営を行う 

 

 
・ 備蓄倉庫から段ボールベッド、車いす、医薬品などを搬出する 

・ 施設内から机、いすなどを搬出する 

・ 事前に決定したレイアウト案に基づき、設営を行う 

 

  
医療救護所を開設する 

 
 

・ 区職員を通じて、災害対策本部に開設の報告を行う 

 

  

救 護 衛 生 班 
No.１ 

発災期～ 

（随時） 
けが人の対応 

黄 

救 護 衛 生 班 
No.２ 

医療救護所の開設 
黄 

発災期～ 

（開設時） 



 

76 
 

 
ﾁｪｯｸ  

  救護活動の支援を行う 

 

 
・ 医師の指示に従い、傷病者の誘導、トリアージタッグの装着補助などを行う 

〇トリアージタッグの見方 

赤（最優先）: 直ちに処置が必要な重症群（生命の危険がある状態） 

黄（優先） : 多少の遅れは許容できる中等症群 

緑（軽度） : 軽症群（専門医の治療をほとんど要さない） 

黒（不搬送）: 死亡群、または救命困難な状態 

 

  
重症者は医療機関等への搬送を調整する 

 
 

・ 運営本部班を通じて、災害対策本部に対し、医療機関等への搬送調整を依頼する 

 

  
医療物資を管理する 

 
 

・ 在庫を管理し、不足する場合は運営本部班を通じて災害対策本部に要請する 

 

 

 

 

 
ﾁｪｯｸ  

  体調チェック表を記入する 

 

 ・ 毎日決まった時間での記入を呼び掛ける 

・ 体調不良者専用スペースの避難者は、避難者援護班が確認し、救護衛生班に報告す

る 

 

  体調不良者には、程度に応じた対応を行う 

  ・ 医師に相談のうえ、避難所での治療が可能な場合は、専用スペースまたは医療救護所

へ誘導する 

・ 重症者については、区職員を通じて、災害対策本部に対し、医療機関等への搬送調整

を依頼する 

 

  各班と体調不良者の情報を共有する 

   

救 護 衛 生 班 
No.３ 

医療救護所の運営 
黄 

救 護 衛 生 班 
No.４ 

体調不良者の把握・管理 

 

黄 

発災期～ 

（開設時） 

発災期 

（開設時～随時） 
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ﾁｪｯｸ  

  既設トイレの破損状況等を確認する 

 
 ・ 便器の破損、水漏れなど 

 

  使用するトイレを検討する 
  ・ 施設図面に各トイレの破損状況等を記入する 

・ 運営本部班に情報共有し、どこのトイレを使用するか検討する 

・ 誰でも使用可能なバリアフリートイレも設置する 

・ トイレは避難者 50 人当たり１基を基本とし、避難所の開設が長期化する場合（１週

間以上）は、避難者 20 人当たり１基を確保するよう努める 

・ 女性用と男性用の割合は、３：１とする 

 

  備蓄倉庫から携帯トイレ（トイレ袋）を搬出する 

   

  使用するトイレにトイレ袋・汚物集積袋を設置する 
   

  使用方法等を周知し、使用を開始する 

 

 ・ トイレ内への掲示や口頭による説明などで、避難者に使い方を周知する 

・ 常に清潔に利用するよう、徹底する 

 
  

状況に応じて、各種トイレを活用する 
  

・ 組み立て式トイレ … 備蓄倉庫に保管 

・ マンホールトイレ … 備蓄倉庫保管（避難所周辺に利用できるマンホールが設置） 

・ 仮設トイレ … 防災協定に基づき、事業者が設置 

 

  
【My避難所ルール】 

◎使用を想定するトイレの場所 ：                     

 

  

救 護 衛 生 班 
No.５ 

発災期 

（開設

時） トイレの確保 
黄 
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ﾁｪｯｸ  

  ペット専用スペースを設営する 

 

 ・ 飼い主が持参したペットケージにペットを入れ、リード等で逃げないようにし、ペッ

ト専用スペースへ案内する 

・ ケージがない場合は、備蓄倉庫からペットケージを搬出する 

・ 避難者の居住スペースと離れた別室、もしくは屋外にテントを張り設置する 

 

  ペット滞在ルールを周知する 
  ・ ペットは専用スペースで飼育し、他の避難者に危害が及ぶおそれがある動物は受け入

れないこと 

・ ペットの飼育、及び飼育場所の清掃は飼い主の責任で行うこと 

・ ペット用の餌・水等は飼い主が用意すること 

・ ペット登録台帳を作成、管理すること 

 

  ペットの受入れを行う 

 

 ・ 基本的なルールに従い、以下のポイントを飼い主に確認し、受け入れ可否を判断する 

① 定められた飼育場所での飼育が可能か 

② 動物の種類やしつけの有無など、他の避難者に危害が及ぶおそれがないか 

③ ペットケージや餌など、飼育に必要な資機材を持参しているか 

④ 飼い主の責任で、飼育場所の清掃等飼育に必要な管理を行えるか 

 

 

 
【My避難所ルール】 

◎ペット飼育場所 ：                             

 

 

 
ﾁｪｯｸ  

  備蓄倉庫から清掃用具を取り出す 

 
 

・  ブラシ、洗剤、手袋 など 

 

  当番制で清掃を行う  

 
 

・ 避難者にも協力を呼び掛け、避難者自身で清潔な環境を維持できるよう努める 

 

救 護 衛 生 班 
No.６ 

発災期 

（開設

時） ペット同伴避難者への対応 
黄 

救 護 衛 生 班 
No.７ 

初動期～ 

（随時） 
トイレの清掃 

黄 
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ﾁｪｯｸ  

  トイレ衛生日用品を確保する 

 

 
・ 給食物資班へ物品の払い出しを要請する 

（おむつ・ウエットティッシュ・トイレットペーパー・生理用品等） 

 
  

トイレ衛生日用品を管理する 

 

 
・ ウエットティッシュ、生理用品、おむつなど、個人への配布が必要な物は配布する 

・ 生理用品は、女性が配布するほか、女性専用スペース（更衣室等）や女性トイレに常

備しておくなど、配布方法に配慮する 

・ トイレットペーパーなどは、必要な場所に設置する 

 

 

 

 
ﾁｪｯｸ  

  ごみ・し尿の収集体制を確保する 

 

 ・ ごみ箱の設置や分別方法（可燃・不燃・し尿）、収集方法等を決定する 

・ 分別、収集について役割分担を行う 

 

  運営本部班の決定に基づき、ごみ・し尿集積場所を設営する 

   

  集積場所・収集ルールを周知する 

   

  集積場所等の管理を行う 

 
 

・ 定期的なごみ箱の回収、トイレ・集積場所の巡回、分別確認  など 

 

  
区の収集計画に基づきごみの処分を行う 

 
 

・ 区指定場所にごみを運搬する 

 

 

 
【My避難所ルール】 

◎集積場所 ：                              

 

  

救 護 衛 生 班 
No.８ 

初動期～ 

（随時） 
トイレ衛生日用品の配布 

黄 

救 護 衛 生 班 
No.９ 

ごみ・し尿の集積 
黄 

発災期 

（開設時～） 
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ﾁｪｯｸ  

  衛生物品を配布する 

 
 

・ 歯ブラシ、液体歯磨き、ウエットティッシュ等 

 

  避難所内の清掃を行う 

 

 
・ 原則、避難者に対応してもらう 

・ 当番を決めるなど、定期的に実施する 

 
  

避難所内の感染症対策を実施する 

 

 
・ 手洗いやうがいの徹底を呼び掛ける 

・ 消毒用アルコール、石鹸、うがい薬等を設置する 

 

 

 

 
ﾁｪｯｸ  

  運営本部班の決定に基づき設置を行う 

 

 
・ 避難生活の長期化、水道インフラの復旧状況等を考慮し、運営本部班で設置を決定す

る 

・ 洗濯場や物干し場の設置は、男女別にするなどプライバシーに配慮する 

 

  使用ルールを策定し、周知する 

 
 

・ 洗濯場の場所、使用可能時間等、使い方等を周知する 

 
  

定期的な巡回を行う 

 
 
・ 衛生環境の維持、使用ルール順守の確認などを行う 

 

 

 
【My避難所ルール】 

◎仮設洗濯場の場所 ：                             

 

  

救 護 衛 生 班 
No.１0 

避難所内の衛生管理 

黄 

救 護 衛 生 班 
No.１1 

仮設洗濯場の設置・管理 

黄 

発災期 

（開設時～随時） 

発災期 

（開設時～随時） 
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ﾁｪｯｸ  

  情報提供を行う（掲示板による） 

 

 ・ 区の健康相談窓口や健康診査・予防接種等の情報提供を行う 

・ 入浴施設の再開など、公衆衛生の情報提供を行う 

・ 日常的な健康維持や感染症予防対策等について、周知・啓発を行う 

 

  運動機会を確保する 

 

 ・ 定期的な体操等、日常習慣づくりを促す 

・ 役割を担ってもらう等、避難所運営に参加する機会を作る 

 

  メンタルヘルスケアを実施する 

 

 
・ 避難者の精神の安定等を図るため、巡回精神相談チームを受け入れる 

・ 巡回精神相談チームの指示に基づき、避難者のメンタルヘルスケアのサポートを行う 

・ 避難者援護班より、メンタルヘルスケアの必要がある避難者情報の共有があった場合

は、巡回精神相談チームに共有する 

 

  暑さ・寒さ対策を実施する 

 

 
・ 熱中症対策（こまめな水分補給、日よけの設置など） 

・ 寒さ対策（毛布の配布など） 

 

 

 
 

救 護 衛 生 班 
No.１2 

初動期～ 

（随時） 
避難者の健康管理体制の確保 

黄 


